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平成20年12月11日（木曜日）

午前10時１分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 宮崎県一般会計補正予算（第２

号）

○議案第３号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○議案第６号 宮崎県高千穂線鉄道施設整理基

金条例

○議案第７号 宮崎県特定非営利活動促進法施

行条例の一部を改正する条例

○議案第８号 職員の自己啓発等休業に関する

条例の一部を改正する条例

○議案第９号 宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する

条例

○議案第14号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて

○議案第15号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて

○議案第32号 当せん金付証票の発売について

○議案第36号 職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例

○請願第４号 高鍋土木事務所存続に関する請

願

○請願第６号 保険業法の制度と運用を見直し、

自主的な共済を保険業法の適用

除外へと求める請願

○請願第７号 串間土木事務所存続に関する請

願

○請願第12号 たばこ税増税反対についての請

願

○報告事項

・平成19年度決算に基づく健全化判断比率及び

資金不足比率について（別紙２）

○県民政策及び行財政対策に関する調査

○その他報告事項

・指定管理者候補者の選定結果について

・平成21年３月30日付け及び４月１日付けの市

町村への権限移譲について

・自動車税及び自動車取得税の身体障がい者等

減免について

出席委員（９人）

委 員 長 外 山 衛

副 委 員 長 新 見 昌 安

委 員 米 良 政 美

委 員 中 村 幸 一

委 員 黒 木 覚 市

委 員 中 野 一 則

委 員 中 野  明

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 井 上 紀代子

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

県民政策部

県 民 政 策 部 長 丸 山 文 民

県 民 政 策 部 次 長
渡 邊 亮 一

（ 政 策 担 当 ）

県 民 政 策 部 次 長
宮 田 廣 志

（県民生活担当）

部参事兼総合政策課長 土 持 正 弘

部参事兼秘書広報課長 緒 方 哲

統 計 調 査 課 長 橋 本 江里子

総 合 交 通 課 長 渋 谷 弘 二

生活・協働・男女参画課長 髙 原 みゆき
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文化文教・国際課長 福 村 英 明

人権同和対策課長 酒 井 勇

情 報 政 策 課 長 渡 邉 靖 之

中山間・地域対策室長 後 沢 彰 宏

広 報 企 画 監 亀 田 博 昭

交通・地域安全対策監 黒 木 典 明

総 務 部

総 務 部 長 山 下 健 次

総 務 部 次 長
吉 瀬 和 明

（総務・職員担当）

総 務 部 次 長
稲 用 博 美

（財務・市町村担当）

危 機 管 理 局 長 後 藤 厚 一

部参事兼総務課長 馬 原 日出人

部参事兼人事課長 岡 村 巌

行 政 経 営 課 長 加 藤 裕 彦

財 政 課 長 西 野 博 之

税 務 課 長 後 藤 文 雄

市 町 村 課 長 四 本 孝

市町村合併支援室長 坂 本 義 弘

総務事務センター課長 柄 本 寛

危 機 管 理 課 長 武 田 久 雄

消 防 保 安 課 長 川 野 直 記

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 黒 田 渉

議 事 課 主 査 湯 地 正 仁

○外山委員長 ただいまから総務政策常任委員

会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

すが、日程案につきましては、お手元に配付の

とおりでありますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時３分再開

○外山委員長 委員会を再開いたします。

本委員会に付託されました議案の説明を求め

ます。

なお、委員の質疑は執行部の説明がすべて終

了した後にお願いいたします。

○丸山県民政策部長 それでは、議案の説明を

させていただきます。

県民政策部から提出している議案は、議案第

６号外４件であります。

まず、議案第６号「宮崎県高千穂線鉄道施設

整理基金条例」であります。

平成20年度11月定例県議会提出議案第６号の

インデックスのところ、29ページをお願いしま

す。これは、高千穂鉄道株式会社の清算に当た

りまして、同社の鉄道資産の寄附を受けること

となる高千穂線沿線の自治体が、不要な施設を

撤去するための財源を安定的に確保できるよう、

県及び沿線自治体が共同で資金を積み立てる基

金を創設するための条例の制定であります。

次に、議案第７号のインデックス、31ページ

をごらんいただきたいと思います。「宮崎県特定

非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条

例」であります。

これは、特定非営利活動促進法の改正に伴い

まして、特定非営利活動法人の社員総会におけ

る議案に対する意思表示の手段としまして、こ

れまでの書面または代理人による方法に加えま

して、メールなどの電磁的方法が可能となりま

したため、その具体的な内容を条例に規定する
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ものであります。

続きまして、議案第９号、35ページをお開き

ください。「宮崎県における事務処理の特例に関

する条例の一部を改正する条例」であります。

これは、地方自治法の規定に基づきまして、

知事の権限に属する事務を市町村に移譲するた

めの条例改正であります。当該条例を初めとす

る権限移譲事務につきましては、総務部行政経

営課で所管しておりますけれども、各課で所管

する具体的な事務の移譲に係る審議につきまし

ては、各委員会に分割付託をされておりますの

で、今回、国土利用計画法及び特定非営利活動

促進法に規定する事務について権限移譲するも

のであります。

次に、議案第14号、67ページをごらんくださ

い。「公の施設の指定管理者の指定について」で

あります。

当部で所管しております宮崎県男女共同参画

センターにつきましては、現在、指定管理者に

よる管理運営を行っておりますけれども、平成20

年度、今年度をもって第１期の指定期間が終了

いたしますことから、平成21年度以降の指定管

理者を指定するための手続を現在まで進めてき

たところであります。このたび、指定管理者候

補選定委員会による選定を終えまして、候補者

を決定いたしましたことから、指定管理者の指

定について議会にお諮りするものであります。

また、指定に伴いまして、債務負担行為の追加

が生じますことから、議案第１号「平成20年度

宮崎県一般会計補正予算」をあわせてお願いし

ているところであります｡

以上の議案の詳細については、担当課長から

説明をさせます。

それから、その他の報告事項として、資料は

ございませんけれども、１件報告をさせていた

だきます。

新聞やテレビ等でも連日報道されております

けれども、日本全国で経済あるいは雇用情勢は

予断を許さない状態でありまして、本県経済を

取り巻く状況も大変厳しさを増しているところ

であります｡今般の県議会の本会議における各議

員の皆様方の質問にも、経済や雇用の情勢の深

刻さに関連したものがたくさんございました。

このような状況を受けまして、一部報道にもご

ざいましたけれども、知事から、県民生活安定

のための経済・雇用対策に全庁的に対応するよ

う指示があったところであります。このため、

庁内推進組織の年内設置を含め、県として可能

な限りの手だてを検討しているところでありま

すので、委員の皆様を初め、議会の皆様方にも、

後日、改めて報告をさせていただきたいと考え

ております。

私からの説明は以上であります。

○渋谷総合交通課長 それでは、平成20年度11

月定例県議会提出議案の議案第６号のインデッ

クスのところ、29ページをお開きいただきたい

と思います。議案第６号「宮崎県高千穂線鉄道

施設整理基金条例」であります。

説明につきましては、常任委員会資料により

させていただきたいと思いますので、委員会資

料の１ページをごらんください。11月４日の閉

会中の常任委員会で御報告いたしましたけれど

も、県と沿線自治体では、高千穂鉄道株式会社、

いわゆるＴＲの円滑な会社清算を図るため、そ

の資産の取り扱いについて協議を重ねてまいり

ました。その結果、ＴＲの鉄道資産は、基本的

に各沿線自治体が寄附を受けること、寄附を受

けた自治体において不要な施設の撤去を行う場

合は、その費用を県と沿線自治体が共同で負担

すること、そして、そのための仕組みとして、
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県に新たに基金を設置することを確認したとこ

ろでございます。本件議案につきましては、こ

うした経緯で御提案をさせていただくものであ

ります。

それでは、まず、１の設置目的でありますが､

記載のとおり、本基金は、高千穂線沿線の１市

２町がＴＲから寄附を受けた施設を撤去する費

用に充てるため設置するものであります。

次に、２の基金の概要についてであります。

まず、条例案第２条関係の基金への積み立てに

ついてですが、本基金は、県及び沿線自治体が

拠出する資金をもって積み立てることとしてお

りまして、その資金ですが、１つは①にありま

すように、ＴＲへの経営支援等を目的に県や沿

線自治体等で積み立てました高千穂町管理のい

わゆる経営安定基金の廃止時の残額を、高千穂

町から本基金に拠出することとしております。

もう一つは②のとおり、県と沿線自治体が協議

して定める積立計画に沿いまして、括弧内の拠

出割合に応じ、各自治体から新たに拠出する資

金であります。なお、この拠出割合は、現行の

経営安定基金のものと同じ割合になっておりま

す。次に、（２）第６条関係の基金の処分につい

てでありますが､本基金は、沿線自治体が行う不

要施設の撤去に要する費用への補助の財源に充

てる場合に処分できるとしております。ただし、

米印で記載しておりますが、不要施設の撤去は、

県と沿線自治体が協議して定める撤去計画に

沿って中長期的に行い、財政負担の平準化を図

ることとしております。

次に、３の条例の構成ですけれども、これは

記載のとおりで、説明は省略させていただきま

す。

次に、４の施行期日ですけれども、公布の日

から起算して１月を超えない範囲内において規

則で定める日としております。具体的には、高

千穂駅と槇峰駅間の鉄道事業の廃止が確定いた

します、ことし12月28日を予定しております。

最後にその他といたしまして、１点目は、基

金の計画的な運営管理を図るため、県及び沿線

自治体の関係者で今年度中に協議会を設置する

予定にしていること、それから２点目は、経営

安定基金の廃止時の残額を本基金に移管するた

めの補正予算案を２月定例県議会に上程する予

定にしております。

なお、この基金による不要施設の撤去費用の

負担の仕組みを右側に図式化しておりますけれ

ども、参考にしていただければと思います。

それから、この基金条例に関する補足説明を

若干させていただこうと思いまして、お手元に

補足説明資料、「高千穂鉄道施設整理基金条例」

についてというのがございます。それをごらん

いただきたいと思います。まず、１の基金の種

類ですけれども、基金には２種類ございます。

今回の本基金につきましては、①の財産を維持

し、または資金を積み立てるための基金に当た

るものでして、積立額については、通常、条例

では予算で定める額としているものが多うござ

います。また、このほかに②の定額の資金を運

用するための基金がございますけれども、多く

の場合が積立額をあらかじめ条例に明記してお

ります。

次に、本基金で目標額を定めていない理由に

ついてであります。沿線自治体では、不要施設

の撤去に伴い、多額の財政負担が一度に生じな

いよう、まずは施設の有効活用に努めることと

しております。現在、沿線自治体、延岡市、高

千穂町、日之影町におきましては、それぞれ庁

内に検討委員会であるとか、高千穂町と日之影

町においては議会で特別委員会を設けてという
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ような形で既に有効活用に向けた検討が進んで

いるところでございます。そのような中で、有

効活用策の定まっていない現時点におきまして

は、撤去すべき施設を特定できません。したがっ

て、撤去費用を見積もることが困難である、そ

のようなことによるものであります。なお、県

及び沿線自治体で協議して定める施設ごとの撤

去計画に基づきまして、必要額を毎年確認しな

がら積み立てることで、不要施設の撤去を円滑

かつ効率的に行うことができると考えておりま

す。

次に、３の今議会で基金を設置する必要性に

ついてであります。ＴＲの円滑な清算を図るた

め、ＴＲの鉄道資産は利用価値の低い施設も含

めて、一たん沿線自治体が寄附を受けることと

なっておりますが、このことに伴い、県と沿線

自治体間でこれまでずっと協議を続けてまいり

ましたけれども、その合意事項といたしまして、

１つには、将来の不要施設の撤去費用について

は県と沿線自治体が共同で負担すること、これ

は先ほど説明いたしました。２つ目には、その

ための仕組みとなる基金の設置は、ＴＲから沿

線自治体への鉄道資産の寄附がなされる時期、

具体的には全線の鉄道事業の廃止が確定する本

年12月28日でございますが、これに合わせて行

うことを確認しているところでございまして、

今議会に条例を提案させていただいたものであ

ります。

最後に、基金の当面の財源についてでありま

す。ＴＲの経営支援等を目的に高千穂町に設置

している現行の経営安定基金の廃止時の残額、

１億2,000万円弱の見込みでございますけれど

も、これを来年３月末に今回設置しようとして

いる新基金に移しまして、当面必要な財源とし

て確保する予定としております。なお、県も沿

線自治体と連携いたしまして、施設の有効活用

策を最大限に講じまして、県や沿線自治体の財

政負担を極力抑えることとしているところでご

ざいまして、できる限りこの経営安定基金の範

囲内で、新たな積み立てをしなくて済むように

したいというふうに考えております。

説明につきましては以上でございます。よろ

しくお願いいたします。

○髙原生活・協働・男女参画課長 議案第７号

「宮崎県特定非営利活動促進法施行条例の一部

を改正する条例」について御説明いたします。

議案書は31ページから32ページでありますが､

お手元の常任委員会資料により御説明いたしま

す。３ページをお開きください。１の改正の理

由でございますが、特定非営利活動促進法、い

わゆるＮＰＯ法の改正に伴いまして、特定非営

利活動法人の社員総会における議案に対する表

決の方法として、新たに電磁的方法による表決

が追加されたことから、その具体的な内容を定

めるため、宮崎県特定非営利活動促進法施行条

例の一部を改正するものでございます｡

２の改正内容につきましては、図で示してお

りますが、改正前のＮＰＯ法では、社員総会で

の社員の表決方法としては、書面による表決、

代理人による表決だけでございましたが、改正

ＮＰＯ法では、電磁的方法による表決が新たに

加えられました。これに伴いまして、電磁的方

法の具体的な内容を条例で定める必要が生じま

したので、Ｅメール、インターネット専用ウェ

ブを使用する方法、フロッピーディスク、ＣＤ、

ＤＶＤ等を交付する方法を条例第２条の２に規

定するものでございます｡

３の施行期日につきましては、公布の日とし

ております。

なお、新旧対照表につきましては、次の４ペー
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ジに記載しております。

宮崎県特定非営利活動促進法施行条例の一部

を改正する条例につきましては、以上でござい

ます。

○後沢中山間・地域対策室長 議案第９号「宮

崎県における事務処理の特例に関する条例の一

部を改正する条例」のうち、国土利用計画法に

係る部分について御説明いたします。

常任委員会資料に従って説明させていただき

ます。５ページをお開きください。まず、改正

理由でございますけれども、国土利用計画法に

基づく遊休土地に関する事務につきまして、こ

れまで日南市に対して移譲を行ったところでご

ざいますけれども、今回、新たに、えびの市か

ら移譲の希望があったため、同市に移譲するた

めに所要の改正を行うものでございます。

次に、移譲する事務の内容でございますが、

２に記載してありますように、遊休土地である

旨の通知など、国土利用計画法に基づく遊休土

地に関する８つの事務を一括して移譲いたしま

す。

遊休土地制度の概要について御説明いたしま

すので、資料の６ページをごらんください。ま

ず、遊休土地制度に先立ちまして、国土利用計

画法に基づく届出制度がございます。これは、

一定面積以上の土地取引を行った場合には、土

地の取得者は、国土利用計画法に基づき県知事

への届け出が必要であるという制度でございま

す。今回移譲する遊休土地制度は、下のフロー

図の流れになりますけれども、今ほど御説明し

た届け出された土地のうち、取得後２年以上が

経過したものについて現地調査を実施いたしま

して、その土地が住宅や事業の用などに供され

ていない場合等であって、その土地を含む周辺

の地域における計画的な土地利用の増進を図る

ために、有効かつ適切な土地利用を特に促進す

る必要がある場合に、遊休土地として認定する

制度でございます。この制度で言う遊休土地と

いうのは、今ほど御説明した要件を満たす土地

を指すものでございまして、一般的に言う空き

地ですとか未利用地といったもの全体を指すも

のではございません。遊休土地を認定した場合

には、遊休土地である旨の通知などを必要に応

じて行うことになります。

資料の５ページに戻っていただきまして、施

行期日は、４に記載してございますとおり、平

成21年４月１日を予定してございます。

なお、今回の移譲事務に係る条例の新旧対照

表につきましては、資料の７ページにつけてご

ざいますので、後ほどごらんいただければと思

います。

説明は以上でございます。

○髙原生活・協働・男女参画課長 同じく、「宮

崎県における事務処理の特例に関する条例の一

部を改正する条例」について、ＮＰＯ法関係に

ついて御説明いたします。

お手元の資料の９ページをお開きください。

１の改正の理由でございますが、ＮＰＯ法に基

づく知事の権限に属する事務の一部について、

住民の利便性の向上等の観点から、小林市から

権限移譲の希望がございましたので、宮崎にお

ける事務処理特例に関する条例に関係規定の追

加を行うものでございます｡

２の移譲する事務の内容でございますが、Ｎ

ＰＯ法人の設立認証、公告、縦覧等の法人設立

に関する７つの事務、定款や役員変更、事業報

告等の法人の管理に関する８つの事務、法人の

解散及び合併に関する６つの事務、報告の徴収、

改善命令等の法人の監督に関する９つの事務、

合計30の事務について移譲することとしており
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ます。

３の移譲市町村につきましては、小林市に移

譲するものであります。平成19年４月の宮崎市、

都城市、平成20年４月の延岡市、日南市に続い

て、本県では５番目の権限移譲市となります。

４の施行期日でございますが、平成21年４月

１日を予定しております。

なお、新旧対照表につきましては、次の10ペー

ジから12ページに記載しておりますので、ごら

んください。

続きまして、議案第１号と第14号「公の施設

の指定管理者の指定」について御説明いたしま

す。

議案書は６ページと67ページでございますが、

常任委員会資料の13ページをお開きください。

男女共同参画センターにつきましては、平成20

年度をもちまして第１期の指定期間が終了いた

しますことから、平成21年度以降の指定管理者

を選定するための手続を行ってきております。

先般、指定管理者候補者選定委員会による選定

を終え、候補者を決定いたしましたので、指定

管理者を指定することについて議決をお願いす

るものでございます｡

１の指定管理者候補者でございますが、候補

者は、特定非営利活動法人宮崎男女共同参画推

進機構で、代表者は戸島信一氏、法人の所在地

は宮崎市宮田町３番46号でございます｡

２の指定期間は、平成21年４月１日から平成24

年３月31日までの３年間でございます｡

３の指定管理者候補者の選定でございますが、

（１）公募の状況です。募集期間は、平成20年

７月10日から９月10日までの２カ月間で、７月25

日に実施しました現地説明会には２つの団体の

参加がございましたが、応募した団体は特定非

営利活動法人宮崎男女共同参画推進機構の１団

体でありました。

（２）の指定管理者候補者の選定についてで

す。１次審査として、資格要件の適否について

書類審査を行いまして、適切と認められました

ことから、２次審査の指定管理者候補者選定委

員会において、プレゼンテーション、ヒアリン

グを実施し、候補者として適当かどうかの審査

を行ったところであります｡なお、指定管理者候

補者選定委員会の委員は、②の表に記載してお

ります５名でございます。14ページをごらんく

ださい。審査に当たりましては、③に記載して

おります選定基準、審査項目、配点に基づき、

各委員が採点を行いました。

（３）の審査結果でございますが、各委員が

それぞれ100点を持ち点として採点を行いまし

て、応募者の得点は500点満点中399点でござい

ました。選定理由といたしましては、宮崎県男

女共同参画推進条例やみやざき男女共同参画プ

ランの内容を踏まえ、男女共同参画社会づくり

の重要性や、センターの役割を十分理解した上

で、下の表に書いてございますものを初め、県

民サービスの向上につながる適切な内容の事業

計画が提案されていること、また、これまでの

実績や事業計画書の内容等から、経済的、効率

的かつ効果的に事業を実施し、適切な施設等の

管理能力を有していると認められることから、

候補者として選定されました。

４の指定管理料でございますが、年額2,620万

円、３年間で7,860万円であります。今回の募集

に当たり、県が提示した基準価格は、参考のと

ころに記載しております年額2,623万6,000円で

ございましたが、応募者から３万6,000円減額す

る提案が出されましたので、提案のあった額を

指定管理料としております。

なお、今回の指定に伴いまして、債務行為の
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追加が生じますことから、議案第１号「平成20

年度宮崎県一般会計補正予算」もあわせてお願

いしております。

私からの説明は以上でございます。

○外山委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。議案について質疑がございますならば、お

願いいたします。

○鳥飼委員 まず、高千穂線鉄道基金のことか

らお尋ねいたします。基金の額についてはいろ

いろ御説明ございましたけれども、私は直ちに

首肯できるものではありませんが、それは置い

ておきましてお尋ねしますが、県で今、実施を

している類似の基金について御説明をいただけ

ればと思います。

○渋谷総合交通課長 今回の基金は、先ほど御

説明いたしましたとおり、財産を維持し、また

資金を積み立てるための基金ということでござ

いまして、積み立て取り崩し型基金の中には、

例といたしまして、例えば県21世紀づくり基金、

県有施設整備維持基金等がございます。その基

金条例における積立金の規定につきましては、

先ほど説明いたしましたとおり、予算で定める

額ということで規定されております。以上でご

ざいます。

○鳥飼委員 いろいろ図式で説明をいただいた

んですけれども、撤去計画、基金を積み立てて、

当面、１億2,000万円でやられるということなん

ですけれども、撤去対象となる箇所数とか件数

とか、それを御説明いただきたいと思います。

鉄橋とか駅舎とかいろいろあるだろうと思いま

すけれども。

○渋谷総合交通課長 御案内のとおり、将来、

撤去しようとする場合に考えられるのは、一番

は橋梁であろうと思います。それから、槇峰―

高千穂間はまだ廃止が確定しておりませんから、

線路、まくら木等、それから駅舎が若干ござい

ます。先ほど言いましたとおり、とにかく有効

活用ということを図って撤去費用の圧縮に努力

をすると。できるものであれば、この１億2,000

万円の範囲内でいきたいと思っておるわけです

が、有効活用をどう図っていくのかということ

にその箇所数とかいうものが大きくかかわって

くるものですから、今のところ、箇所数である

とかいったものについては把握をしていないと

いうのが現状でございます。以上でございます。

○鳥飼委員 橋だったら、そこを整備して遊歩

道にするとかいろいろ手法を考えられると思う

んですけれども、撤去計画をいつまでに定める

のか。これをどうしよう、ああしようといって

何年たつかわからないということではまた困る

わけですから、おおよそのめどというものがあ

るのかどうか、お示しください。

○渋谷総合交通課長 この基金を設置しまして、

年が明けて早いうちに、年度内に県と沿線自治

体間で協議会をつくりたいと思っています。基

金の適正な運営というか、円滑な運営というか、

そういったことを目指して協議会をつくるんで

すけれども、撤去計画の作成時期であるとか、

作成期間であるとか、そういったものについて

は、県と沿線自治体、特に有効活用を図る主体

である沿線自治体がどう取り組むのかというこ

とに大きくかかわってくることでございますの

で、協議会の中でしっかり基本的なところを押

さえて、そして取り組んでいくということを考

えております。したがいまして、現時点で撤去

期間をどうするのかとかいったことについては、

申し上げられないということでございます。以

上でございます。

○鳥飼委員 要望しておきますけれども、基金

の額も定かではない、撤去期間も定かではない
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ということですから、県として示されたほうが

いいんではないかと思います。おおむね１年程

度ですよとかというのを示されないと、ずるず

るになってしまうという可能性もありますので、

そこは要望としておきたいと思います。

続けて、Ⅱの議案第７号、ＮＰＯ関係の電磁

的処理をする関係で１つだけお尋ねしたいんで

すが、県内のＮＰＯ法人数というのはいかほど

あるんでしょうか。

○髙原生活・協働・男女参画課長 ＮＰＯ法人

につきましては、12月１日現在、262法人ござい

ます。

○鳥飼委員 その中で、これが改正になったか

らということで直ちに対応できるなり、それな

りの対応をしながら二重処理をしているところ

とか、いろいろあるかと思うんですけれども、

電磁的処理を行おうと予想されるＮＰＯ数とい

うのは、今のところ、把握しておられれば教え

ていただきたいと思います。

○髙原生活・協働・男女参画課長 この新しく

できた制度というのは、一応、法律が定まって

条例で定めたものでございまして、この方法を

実際、使うかどうかについてはＮＰＯ法人が決

定いたします。12月に公布がなされた後、それ

ぞれの団体のほうから定款変更という手続を申

請いただいて、それが認証されて初めてこの方

法が使えるわけなんですけれども、現在のとこ

ろ、どのぐらいの団体が申請してこられるかに

ついては把握しておりません。

○鳥飼委員 わかりました。

次に、５ページの中山間・地域対策室の分な

んですが、これは、事務処理の特例、遊休土地

である旨の関係ということのようですが、日南

市に移譲を20年度からということですから、ま

だ９カ月ぐらいなんですけれども、事務処理の

件数といいますか、実質的にどの程度行われて

いるのかということを把握しておられれば教え

てください。

○後沢中山間・地域対策室長 20年度について

はまだ年度途中ということでしっかり把握はし

ておらんのですが、移譲前は県が直接やってい

たんですが、日南市でどれぐらいやられていた

かという話で御説明をいたしますと、立入検査

について、平成19年度はゼロ件、18年度は１件、

17年度は６件という数字でございます｡

○鳥飼委員 把握されていないということです

が、事務費はどんなふうになっていたんですか。

○後沢中山間・地域対策室長 事務費につきま

しては、市町村権限移譲交付金という形で、事

務の処理に係る経費を交付するという形で対応

してございます。

○鳥飼委員 県を経由してということでしょう

か。直接ということですか。金額もあわせて教

えてください。日南市です。

○後沢中山間・地域対策室長 県のほうで予算

を計上しまして支給をしております。額につき

ましては、立入検査につきましては6,400円、そ

の後の遊休土地である旨の通知、計画の届け出

や助言に関する事務について３万1,910円、その

後、勧告や報告の徴収をする場合に２万3,870円

という額になってございます。

○鳥飼委員 日南市で今年度、説明はあったと

思うんですけれども、予算化はどれぐらいして

いるんですか。

○後沢中山間・地域対策室長 この交付金の支

給につきましては、当該年度の実績に基づきま

して、次年度に交付するという形になっており

ますので、日南市についてはことしから移譲で

ございますので、その実績を見きわめて予算化

することになります。
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○鳥飼委員 これの指導体制といいますか、監

査体制といいますか、それはどんなふうになっ

ていますか。

○後沢中山間・地域対策室長 まず、指導に関

しましては、移譲に際しましては、当然、細か

い手続面も含めて十分な引き継ぎをしてござい

ますし、移譲後も、事務処理に疑義が生じれば、

問い合わせには応じるという形でやっておりま

すし、その後の実施についても、監査という形

ではありませんけれども、適宜フォローしてい

くということで対応してまいりたいと思ってお

ります。

○鳥飼委員 移譲をしたわけですから、定期的

にチェックといいますか、指導といいますか、

助言といいますか、それはやられたほうがいい

んではないかなというふうに思います。何か起

きた後では遅いんじゃないかと思いますので、

これは要望をしておきたいと思います。

９ページのこれも事務処理の特例に関するも

のですが、これも同じように、事務処理の指導

といいますか、助言といいますか、これはどう

いう形でやっておられるのか、お尋ねします。

○髙原生活・協働・男女参画課長 これは、毎

年、所轄庁、権限を移譲したところの市なんで

すが、所轄庁の連絡会議というのを年に２回実

施しております。あわせて、通常、各市と電話

やメールによる日常的な意見交換を行っており

ますし、また、合同相談会ということで、月に

一度程度は各市のほうに一緒に行って相談を受

けるということで、一緒に支援をしているとい

う状況でございます｡

○鳥飼委員 よろしくお願いいたします。

最後の、公の施設についてでありますけれど

も、年額2,620万円で債務負担行為で計上されて

おられますが、前期は幾らだったんですか。１

年間でいいです。

○髙原生活・協働・男女参画課長 第１期目

は2,603万9,000円です。

○鳥飼委員 上がったということですね。

○髙原生活・協働・男女参画課長 はい、上が

りました。

○鳥飼委員 そうしますと、恐らく条件は変わっ

ていないのかなと思うんですけれども、職員の

数なり、身分、労働条件、賃金を概略でいいで

すから、御説明いただければと思います。

○髙原生活・協働・男女参画課長 職員の数に

ついては、第１期指定管理者と今回お願いして

います候補者は同じ団体でございます。そして、

職員体制といたしましては、所長、次長が１名

ずつ、職員が３人、それと非常勤の相談員が６

人という体制で、現在と来年度以降の分の提案

に違いはございません。同じ体制で実施すると

いうふうに出てきております。賃金につきまし

ては、相談員さんにつきまして、普通の相談員

さんが１日6,600円、主任相談員ということで１

人、主任の位置づけの方がちょっと高くなりま

すが、１日7,500円という非常勤としての手当が

出ます。それ以外のところでは、所長さんが20

万円、次長さんが17万8,000円、職員が15万円程

度ということで申請されております。基本的に

は今の状況と変わりませんが、来年度以降の提

案としては、今まで通勤手当がなかったという

ことで、通勤手当を、上限はあるんですが、支

給したいということでの申請が出ております。

○鳥飼委員 ありがとうございます。通勤手当、

大事ですからね。御配慮をいただいているよう

ですから、感謝申し上げておきます。

最後に、建物の所有者は県だと思うんですけ

れども、賃料はどんなになっているんですか。

○髙原生活・協働・男女参画課長 この建物は
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県庁９号館でございます。その中には観光・コ

ンベンション等も入っておりまして、賃料とい

うのはございません。

○鳥飼委員 わかりました。

○中野一則委員 高千穂線鉄道施設整理基金の

ことでお尋ねいたしたいと思いますが、新しく

つくるこの条例、これで積み立てる基金の管理

というのは県がするわけですか。

○渋谷総合交通課長 県で行います。

○中野一則委員 この基金は、県及び沿線自治

体が拠出する資金をもって積み立てるというこ

とで、いわゆる市町は３つでしたか、そこの拠

出金もここに預かって管理するということです

か。

○渋谷総合交通課長 沿線自治体は積立額を予

算化いたしまして、それを県のほうに拠出して、

県が基金に積み立てるというような段取りにな

ると思います。

○中野一則委員 今まで高千穂が管理している

経営安定基金、廃止時の残額が１億2,000万円ぐ

らい出て、これは12月28日で定かになるという

ことでしたが、その残額は今まで高千穂町が管

理しておったんですか。

○渋谷総合交通課長 高千穂町において基金条

例を同じような形で設置しておりまして、高千

穂町のほうで管理をしております。

○中野一則委員 １億2,000万円ぐらい残額が発

生していますね。その残額というのは、実際は

県、市町のどこが所有する残額になるわけです

か。

○渋谷総合交通課長 同様に、これまで約20年

ぐらい基金をつくって、高千穂鉄道の経営等に

ついて支援をしてきたわけでございますが、そ

の財源につきましては、おおむね県と１市２町

でこれまで拠出してきております。県につきま

しても、予算化いたしまして、高千穂町に対し

て拠出する、それを基金に積んでいくというよ

うな形でございます。以上でございます。

○中野一則委員 基金が終了すれば残が残るわ

けですが、それは一たん、県と１市２町に返す

んですか。

○渋谷総合交通課長 基金を廃止した際に、高

千穂町が管理しておるわけですけれども、それ

を一たん、一般会計のほうに繰り出します。約

１億2,000万円程度あると思うんですけれども、

その１億2,000万円を今度は高千穂町がこの基金

に対して、先ほど県と関係自治体が拠出する資

金で積み立てると言っているんですけれども、

ここのところの関係市町、要するに高千穂町が

１億2,000万円を拠出する、それを受けて新しい

基金の中に積むというようなことになります。

以上でございます。

○中野一則委員 ということは、第２条の積み

立てのところでの沿線自治体の拠出する資金、

これは、高千穂町がその残額をこの基金に拠出

したという形になるということですね。

○渋谷総合交通課長 そうでございます｡

○中野一則委員 そうすると、新しい基金では、

高千穂だけがえらくたくさん拠出したという形

に見えますね。

○渋谷総合交通課長 そもそも残額の１億2,000

万円に関しては、先ほどもちょっと御説明いた

しましたけれども、長年かかって、県と延岡市、

高千穂町、日之影町が今回の拠出割合に応じて、

それぞれ年次ごとに予算化して拠出をしてきた

いうものでございまして、今回、残念ながら廃

止ということに伴って、この基金の目的が終了

するものですから、先ほど申し上げましたよう

な手続でもって新しい基金に積ませていただく

ということでございます。以上でございます。
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○中野一則委員 だから、積み立て基金は、県

及び沿線自治体及び高千穂町地域交通体系整備

基金でというふうに書いたほうがいいような気

がするけど、その残額は、この新しい基金の中

にどういう形で入れるのか、条例を見ながら思っ

たんだけど。高千穂町が管理しているから、高

千穂町がその残額の１億2,000万円を拠出するよ

うな形に見えますね。

○渋谷総合交通課長 予算的な流れからすると、

基金自体が高千穂町にございます関係上、表面

上は高千穂町が拠出をした形には見えますけれ

ども、そもそもその資金についてどう積み立て

たかということについては、先ほど御説明した

とおりでございます。以上でございます。

○中野一則委員 新しい基金がすべて終了した

ときに、残額が残ったとしますね。それは全部

県の一般会計に入れてもいいことになるんです

か。

○渋谷総合交通課長 いずれ、撤去計画等をつ

くって、先ほども御指摘がありましたとおり、

一定の期間の間に撤去を済ませていくと。将来

的にはこの基金の目的というか、そういったこ

とが達成されることになろうかと思います。そ

の際の残額をどう取り扱うかについては、その

時点で、その残額をどう活用するのかというこ

との兼ね合いがございますので、その処分の方

法については、一たんは一般会計のほうにそれ

を繰り出さないといけないというふうには思い

ます。以上でございます。

○中野一則委員 ＴＲの所有している施設とい

うのはどのくらいあるんですか。その施設のす

べてを沿線自治体に寄附するんですか。

○渋谷総合交通課長 沿線自治体に寄附される

資産というのは、大きく分けると、土地、橋梁、

トンネル、駅舎でございます。土地が、１市２

町に寄附するもの、鉄道用地その他山林なんで

すけれども、これが約51万5,000平米、坪数でい

くと約15万6,000坪。それから橋梁、これが、大

小いろいろございますけれども、非常に短いも

のもございますが、約100カ所、トンネルが22カ

所、こういったものでございます。以上でござ

います。

○中野一則委員 土地は山林だと言われました

けど、ずっと鉄道が敷いてある沿線の土地です

ね。それは線路ということで、その中に入って

いるということで理解すればいいんですか。

○渋谷総合交通課長 そうです。鉄道の軌道用

地、線路が乗っかっている用地、そういったも

のも含めてということでございます。

○中野一則委員 寄附しない施設というか、土

地があるんですか。

○渋谷総合交通課長 もう一度お願いします。

○中野一則委員 ＴＲが持っている財産、資産

で沿線市町村に寄附しないものというのがある

んですか。

○渋谷総合交通課長 それはございません。

○中野一則委員 すべての資産、財産が沿線自

治体に寄附されるということですね。

○渋谷総合交通課長 清算に係る事務で若干経

費がかかりますから、そういった現金等につい

ては、これから一部費消されるのはございます

けれども、最終的にそういったものも清算の段

階で、清算結了とともにゼロになりますので、

その他の資産については、すべて沿線市町に寄

附されるということでございます。

○中野一則委員 では、不要になる撤去する施

設、有効活用ができる施設、大体どのくらいの

割合になるわけですか。

○渋谷総合交通課長 先ほども若干御説明いた

しましたが、橋梁とか土地とか、そういったも
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のが寄附されます。そのうち、有効活用を可能

な限りしようと。そして、先ほど言った経営安

定基金の１億2,000万円、これにできるだけ近づ

けたい、新たな費用が発生しないようにしたい、

そういう形で撤去計画を立ててまいります。有

効活用資産についてをこれからぎりぎり詰めて

いかないといけないわけでございまして、撤去

する資産なのか、有効活用資産なのかというこ

とについては、まだ特定できないということで

ございますので、御理解いただきたいと思いま

す。

○外山委員長 沿線自治体の協議会が発足して、

ある程度、一定の方向性が出ないと、それがつ

かめないということでしょう。

○渋谷総合交通課長 今、御指摘のとおりでご

ざいます｡

○中野一則委員 私は、雲をつかむような話で

物事が進んでいるというのがちょっと不可解な

んですね。だから、そういうものがあって、活

用できるのがどのくらいあると大まかにわかっ

てから物事を進めたほうが理解しやすいと思う

んです。１億2,000万円の範囲内にできるだけ不

要な施設の経費を入れたいという話でしたけれ

ども。

それと、期間がまだ今のところ定かでないと

いう話でしたが、有効活用をするつもりだった

けれども、ずっとこの条例が続いておって、やっ

ぱりこれは要らんと、やってみたけど、不要だっ

たとすれば、その後にまた発生しますね、いろ

んな不要なお金が。だから、期限をある程度切

るということと、ある程度見通しをつけるとい

うことをぴしゃっとしないと―例えば、私が

心配するのは、高千穂のあの大きな鉄橋、この

前もちょっと言ったと思うんですが、あれを壊

すとすれば物すごいお金が要ると思うんです。

高千穂町が何かでか利用したい、有効活用しよ

うと思うけれども、仮にするつもりで有効活用

に入れました、ところが、その後、やっぱり不

要なものだったとしますね、近い将来、あるい

は遠い将来もあるかもしれませんが。そのとき

に要る経費というものは、今、鉄くずも安いし、

物すごくかかると思うんです。だから、その辺

がどうも心配というか、あいまいな気がするん

ですね。

○丸山県民政策部長 お答えします。説明した

とおりなんですが、最大限、県、地元沿線市町

の負担が少ない基金を設立するということが基

本であります。この基金の設置、負担割合につ

いては、20年間、ＴＲが存続してきましたけれ

ども、最初の出資の段階、経営安定基金の支出

の段階から、協議調整してきておりますし、地

元との信頼関係ができ上がっております。です

から、今回のＴＲの不要施設の撤去につきまし

ても、こういう基金をつくりまして処理をさせ

ていただきたいというのが基本であります。

それと、なぜ、今、基金設置なのかというこ

とでありますけれども、ＴＲは来年の３月末で

清算をする必要がございます。そういう期限的

なこともございますし、それと今、高千穂町に

あります経営安定基金の残額の受け皿も必要で

あります。ですから、何としても今議会中で議

決をいただいて、清算事務がスムーズにいくこ

とを我々は期待しているところであります。

それともう一点、最後になりますけれども、

有効活用をしたかったんだけれども、これは要

らない、あるいは逆に、不要だと思うけど、有

効活用したいと、これは当然あると思います。

それは、先ほど総合交通課長が申し上げました

ように、地元と協議会を県がつくりますので、

その中で協議調整しながらやっていくというこ
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とになると思います。

もう一点は、当初説明しましたように、地元

の行政、議会、高千穂町と日之影町にはもう特

別委員会はできておりますけれども、ここで県

としては、活用検討委員会ができておりますの

で、有効活用策を御議論いただいて、なるだけ

早く結論を出していただいて、基金もできるだ

け早く処理ができるように、沿線市町に対する

期待もそうでありますけれども、我々県として

も、汗をかいて、できれば、なるだけ早いうち

に不要施設の撤去を行いたいと思っておるとこ

ろであります。以上であります。

○中野一則委員 例えば、どこかの線路を処分

しますね。そのときに、鉄があるわけだから、

鉄の処分代が出ます。処分する経費から発生し

た果実というか、それを差し引いた残りが費用

ということで対処するんですか。

○渋谷総合交通課長 まさにそのとおりでござ

います｡

○中野一則委員 その中には土地代も含んでい

るわけですね。

○渋谷総合交通課長 その土地を売った利益と

かいうことになれば、当然、それを差し引いて、

そして費用を見て、そのかかる費用分について

補助するということになると思うんです。以上

です。

○中野一則委員 土地というのはすぐには売れ

ないと思うんですが、沿線市町がその評価で引

き取るんでしょうか。

○渋谷総合交通課長 それぞれ一筆一筆の評価

ということについては、やっておりません。受

けるものについては、簿価はあるんですけれど

も、本来、その評価ということになれば実勢の

取引とかを参考にしないといけないんだろうと

思うんですけれども、実際売る段階とか、何か

それを処分する段階とかいったときに取引価格

とか、そういったものが決まっていくんだろう

というふうには思います。以上です。

○中野一則委員 ２月議会では、１億2,000万円

が12月28日で確定するから、新しく県が積み立

てる基金は、初年度としては大体わかるわけで

すか。

○渋谷総合交通課長 ２月補正で予算を上げさ

せていただこうと思っておりますが、おおむね

今、１億2,000万円と言っています。高千穂町の

ほうで予算の補正とか何とかということで締め

ますので、そこで額が確定すると思います。額

が確定したものを２月補正に上げて、その額を、

今回設置いただければこの基金に積むというこ

とでございます｡

○中野一則委員 その残額を補正で積むという

ことですね。新たにというわけじゃないんです

ね。わかりました。

○中野明委員 確認ですけど、要は、この基

金というのは高千穂鉄道株式会社を清算するた

めの手段として基金をつくってやりますという

ことでいいんですか。

○渋谷総合交通課長 全くそうだとも言い切れ

ない。というのは、清算を円滑にするためとい

う目的はございます。ただ、本来であれば、Ｔ

Ｒ自身が処分をしていかないといけない資産で

ございます。撤去にしてもそうでございます。

御案内のとおり、ＴＲ自身は資産もない、１

億4,000万円からの累積赤字をずっと出してき

て、それを支援してきているわけですので。廃

止が確定したことによって、この資産をどうす

るのか。とにかく、ＴＲをスムーズに清算して

いこうと。そうしたときに、いずれにしても、

残れば沿線市町でこの資産をどうするのかとい

うことにかかわってくるので、これまでどう取
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り扱うのかということをずっと協議をしてきた

ということなんです。そんな中で、一たん、い

ずれにしても高千穂町と日之影町、延岡市で受

け取りましょうと。受け取った段階でこの基金

については、各市町が撤去するときの費用を補

助するというような目的のための基金でござい

ます｡

○中野明委員 すると、現行の経営安定基金

は高千穂鉄道株式会社とはどういう関係にある

のか。

○渋谷総合交通課長 これは、最初は国鉄から

ＴＲになるときに、国の転換交付金とかも一つ

財源にしているんですけれども、ＴＲの経営を

支援するというか、端的に言えば、赤字が出た

場合については、それをこの基金から支援して

あげるとか、車両を購入するときには、必要が

あれば支援してあげるとか、要はＴＲの経営に

対する支援のための基金ということでございま

す｡

○中野明委員 結局、今度は県主体の基金を

つくりたいというわけでしょう。今度、県につ

くる場合は、基金条例をつくるのはいいけど、

これをした場合、出すときも一回一回議会にか

けて、事務手続としてはどうですか。

○渋谷総合交通課長 県のほうで各市町に対し

て撤去費用を……。

○中野明委員 そんなことじゃない。いわゆ

る事務手続の場合。この基金から撤去する費用

を出す場合、いわゆる基金として持っているけ

ど、これから出すときは、一般会計に入れて一

回出さんといかんでしょうが。

○渋谷総合交通課長 おっしゃるとおりです。

○中野明委員 要は、残っている金を資産処

分のための基金ということであれば、現行の経

営安定基金、そういう目的の使用というのはこ

の基金からはできんわけですか。これだったら

議会にかける必要もないわけ、問題も出てこな

いわけだから。何であえて複雑にして出さんと

いかんのか。

○渋谷総合交通課長 今ある経営安定基金、こ

れは、先ほど言いましたとおり、高千穂鉄道に

対する支援のための基金。今回、県で設置しよ

うとしている基金は、延岡市と日之影町、高千

穂町に対する支援ということです。要するに、

延岡、高千穂、日之影が撤去しようとする費用、

その財源に充てんがために県に設置するわけで

す。

○中野明委員 いずれにしても、現行の経営

安定基金では足りませんという前提に立ってお

る。この経営安定基金の１億2,000万円も、とに

かく県が今度つくる基金に入れ込む予定でしょ

う。恐らく、それからまた費用を今度は積み立

てていきますと。ＴＲの資産を処分するのに、

一般的には会社が財産処分として、営業を停止

して資産の整理すればいいわけです、何も市町

村が別途そこに絡んでいかなくても。会社がな

いときに県とか今の市町が撤去費用を出してい

く、そういう方法もあるんです。要は、資産を

処分するための方法論の問題もあるわけです。

金が足りない分をどうやって出すかというのに、

ただ基金としての方法論でやりますという言い

方になっているから、いろいろ混乱してくるわ

けでしょう。

○丸山県民政策部長 経営安定基金は高千穂鉄

道の経営安定のための基金ということで、その

残額をこっちの今、県が提案している基金に入

れるということなんですが、中野委員がおっしゃ

るのは、今のままで高千穂が持っておって使え

ばいいじゃないかというような話だと思うんで

すが、今度は不要施設の撤去でありますから、



- 16 -

例えば､高千穂町が自分ところの不要施設を撤去

するには、高千穂町にある基金から出すことに

なりますので、これはちょっと適切じゃないの

かなというのが一つ。それともう一つは、不要

施設の撤去については、当然、施設の損耗度と

か摩耗度とか、あるいはその費用、これに関す

る調整も協議会等でするんですけれども、やっ

ぱり市町間の利害関係というのが起こってくる

んじゃないかと予想していますので、そうであ

れば、むしろ、そういう利害とは関係のない県

において支出したほうが適当じゃないかと、そ

ういう考えのもとで県で設置するということに

したところであります｡

○中野明委員 たまたま現行の経営安定基金

は高千穂町の中に置いているというだけで、こ

れの関係者というのは１市２町とか―この基

金のもともとの性質はどうなんですか。別に高

千穂町だけでなくて、便宜的に高千穂町に置い

ているだけの話でしょう。

○丸山県民政策部長 便宜的にといいますか、

支出は当然、県と沿線市町がやっていまして、

高千穂町に置いているということです。

○中野明委員 それだけの話ですわ。それを

県に移すというだけの話です。要は方法論だけ

で、普通は清算会社等を置いてやればいい話

で……。余計複雑になる。

○中野一則委員 ちょっと整理をさせていただ

きたいと思います。頭がごちゃごちゃになって

いますが、財産はＴＲから１市２町に移るんで

すね。移った財産の不要なものを処分する。処

分する権限というのは、そこの市町の権限で処

分するんでしょう。そして、今度は基金のほう

は、今、高千穂町が管理している基金を、一た

ん高千穂町の一般会計に入れて、それを県のほ

うの歳入に移して、そしてそれを新しい基金に

２月に積み立てて、処分費用が出た場合に、県

の一般会計から要った経費を支出する、そうい

う基金と財産の流れになるわけですね。その場

合に、財産処分について県がかなり中に入り込

むことができるんですか。

○渋谷総合交通課長 撤去費用とも絡むんです

が、先ほど言いました、県と沿線自治体で協議

会をつくります。そして、その撤去について計

画的にやろうと。協議会の中で県と沿線自治体

でそれぞれ協議をして、撤去計画をつくっていっ

て、何年度には何を、次の年度には何をという

ようなことを具体的に決めてまいります。それ

に伴って積立計画で毎年度積み立てていくわけ

ですけど、そういう撤去計画に基づいた形でそ

れぞれ市町なりが撤去をしていくということに

なります。以上でございます。

○中野一則委員 その撤去計画というのはいつ

できるんですか。

○渋谷総合交通課長 撤去計画については、ま

ず、協議会において有効活用方策というのを取

りまとめます。そうした上で撤去計画を立てて

まいりたい。もちろん、できるだけ速やかに協

議会の中で協議し、決めてまいりたい。その際、

御指摘があったとおり、やはりいつまでもずる

ずるというわけにはいかんだろうということで

ありますから、５年なのか10年なのか、そこは

またこちらからも沿線自治体と話しながら、しっ

かり決めていきたいというふうに思っておりま

す。

○中野一則委員 その期間をずるずるするとい

かんから、後で修正案は出せますけれども、条

例の中にうたい込んだほうがいいと思います。

○渡邊県民政策部次長 さっきの撤去計画と有

効活用策というのは裏腹なんですね。有効活用

策をはっきり定めながら、残ったものを撤去す
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るということになりますので、我々としまして

は、できるだけ早く有効活用策を策定してほし

い。総合交通の領域じゃなくて地域振興という

立場から、我々としては、できるだけこれを有

効活用するような形で、日之影町あるいは高千

穂町と今、話をしていまして、これについては

できるだけ早く有効活用策を策定すると。そし

て、その上で残った分について撤去ということ

になるんだろうと思うんです。だから、やはり

有効活用策を先に早くつくっていく。それをで

きるだけ急がないと、撤去計画もはっきりしな

い。我々はそういう認識がありまして、できる

だけ早く、これについては今度は地域振興部門

で乗り出して、関係町と今、議論を始めていま

すので、それを我々は徹底してやりたいという

ことです。

それから、中野委員がおっしゃいましたよう

に、経営安定基金は、目的が高千穂鉄道の支援

ということでつくっていますので、いずれにし

ても基金をやり変えなきゃいけない。それを高

千穂町に置くか県に置くかということなんです

が、先ほど部長も申し上げましたように、町と

いろいろ協議する中で、公平性を期するために

県のほうに置いてほしいという要望があり、我々

もそういうことで、公平、また客観的に撤去手

法なり、撤去費、そういうものを見られる立場

にありますので、県でつくるということにしま

した。手続的に煩雑ということよりも、そこは

適正に処理していけば足りるんではないかなと

いうふうに思っていますので、御理解のほど、

よろしくお願いしたいと思います。

○米良委員 これは、おっしゃるように、撤去

に充てるための基金条例ですから、このまま条

例制定せにゃいかんのかなという気がいたしま

すけれども、今、渡邊次長からもありましたけ

ど、ところどころ有効活用という言葉が出てく

るんです。これは、まだ審議中の日之影―高千

穂間を指しておっしゃるんだろうと思います

が、20年間の時代的な背景からいいますと、あ

の当時、賛否両論やりましたよ。私は最初から

大反対でした。けれども、沿線自治体の首長さ

んが中心になって、ここの議会でも相当やりま

した。今さらこういうことを言っても始まりま

せんが、「乗って残そう高千穂線」ということで

やりましたよ。だけど、車社会のあの時代にお

いてだれが乗るんですかという議論もずっとし

てきました。重い荷物としてずっと持ってきま

したけれども、不幸にして災害でああいう形に

なりましたから、こういうことが出てきたんだ

ろうと思いますが、次長、有効活用という言葉

が私はどうも引っかかってならない。皆さんが

高千穂鉄道会社とどういう協議をしているかわ

かりませんが、どこか脳裏の片隅に、沿線の皆

さんたちとまた継続してやるのなんのというこ

とを考えておるんじゃないですか。それは後で

いいです。そういう時代の背景を考えると、有

効活用という一つの言葉、私はどうも引っかかっ

ていかん。どうこれを有効に撤去するかという

ことだろうと思いますが、そこ辺を一言、後で

述べてください。

それから、今、中野一則委員も言いましたけ

ど、撤去計画というのが目の前にないと、今度

は、これから３年、４年、10年かかるかもわか

りません。いろんなことが出てきたときに、例

えば山林が51万5,000平米と言いましたけど、あ

の沿線の軌道敷の財産をどのような形で処分す

るのか、どういう人たちが買い取るのか、宅地

になるところもあるかもわかりませんが、水田

にまた戻すようなところもあるかもわかりませ

ん。しかし、買い手がいなかったときはどうす
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るのかとか、いろんなことが出てきたときに、

またそういう基金条例なるものをつくらないか

んのかなとか、ある程度、処分の期間というか、

そういうものを定めておく必要も私はあるん

じゃないかなということを感じます。

それからもう一つは、処分する場合のこれか

らの動向なんですが、ただ単なる高千穂町と日

之影町と延岡市だけでいいのか。県が処分委員

会なりつくって、処分をしていくのか、そうい

うものが将来的に必要なんではないかなという

こと等も含めますと、なかなか容易ならざる作

業だなと思えて仕方ありません。しかし、やら

なきゃなりません。前に進みませんから、条例

制定をしないといけませんが、将来的にそうい

うことを考えますと、日之影―高千穂間がまた

生きるような気がしてならん。そのための一つ

の前段のような作業として映って仕方がないん

ですけど、そこあたりをちょっと……。

○丸山県民政策部長 有効活用という言葉を何

回も使いましたけれども、これは、高千穂から

延岡までの50キロ全部を指した物言いでありま

す。沿線市町におかれては、今、米良委員がおっ

しゃったように、例えば､宅地とか田んぼとか、

あるいは遊歩道とかサイクリング道、ジョギン

グ道ですか、そこらあたりを我々は念頭に置い

て有効活用と。第一は、とにかく地域住民ある

いは市民・町民の福祉の向上に使っていただく、

これを我々は有効活用という認識で言葉を使わ

せていただいております。

それと、期限が長引くおそれがおるんじゃな

いかという話ですけれども、これは先ほど、何

回も申し上げましたとおり、沿線協議会の中で

撤去計画あるいは積立計画をやっていきますの

で、それは県がリーダーシップを当然とっても

いいんですけれども、そこの中でぴしっと計画

を定めて、ある程度の期限というか、そういう

のを念頭に置いて、この協議会の中で議論を収

れんさせていくということが僕は必要ではない

かなと思っています。当然、いたずらにこの基

金を長く続けるような気持ちは我々は毛頭ござ

いません。将来、先ほど議論の中で出ましたけ

れども、例えば、撤去すべきはずのものを有効

活用したり、あるいは逆に、有効活用を考えて

おったけれども、撤去したいという話も多分出

てくるだろうと思います。余り多くはないと思

いますけれども、そこらあたりも念頭に、でき

れば早いうちといいますか、なるだけ短い期間

でこれを終了させたいと考えているところであ

ります｡

○米良委員 わかりました。

それで、拠出の割合が県が50でしょう。沿線

自治体が50でしょう。50・50というのも理解で

きないこともありませんが、50％拠出したとい

うなら、50％責任がついて回るということはど

うなんですか。そこあたりが将来的に不安材料

として残る根拠的なものも感じないでもないん

です。県が50％を拠出する。沿線自治体も50。

半分は将来において責任がついて回る。そこ辺

はどうですか。

○丸山県民政策部長 それは終わった後の責任

ということでしょうか。

○米良委員 その間において。

○丸山県民政策部長 基金の存続期間ですね。

当然、それは県も責任があると思います。半分

出すわけですから。先ほどもちょっと触れまし

たけれども、協議会とかつくりますので、この

中で県は県としての意見を申し上げていくとい

うスタンスになると思います。そこらあたりで

沿線市町と、例えば、「おたくたちは不要な施設

の撤去をされますけれども、これはいけないん
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じゃないですか。もうちょっと有効活用策はあ

るんじゃないですか」と、そういう話は当然、

この協議会の中で県としてさせていただく、そ

ういうつもりでおります。

○米良委員 一つは第２条と第６条がちょっと

引っかかるんですが、「基金は、県及び沿線自治

体が拠出する資金をもって積み立てる」、６条で

は「基金は、沿線自治体が行う不要施設の撤去

に要する費用に対する補助の財源に充てる場合

に限る」と。ここで県の責任というのがどこか

に行っちゃっているような気がしてならんので

すよ。そこ辺はどう理解しますか。

○渋谷総合交通課長 第６条は、実際、撤去を

されたときの費用に充てるときにどうするのか

と、要するに、やり方を規定していると。基金

からそれぞれの市町に補助する、この基金はそ

の財源に充てますよという意味でございます。

○米良委員 撤去する場合は、県はここにかか

わり合わなくていいんですか、言葉は悪いんで

すけど。撤去する計画においては、沿線自治体

だけでいいということの理解でいいんですか。

○渋谷総合交通課長 事務的な手続においては、

費用そのものについて、基金を持っている県の

役割としては、しっかり指導するというか、審

査するというか、そういったことは当然やって

いかなければならないというふうに思います。

○中野明委員 さっき、高千穂鉄道株式会社、

来年の３月に廃止せんといかんとか、何かそう

いう発言があったけど、どういう意味で廃止せ

んといかんのですか、根拠は。

○丸山県民政策部長 ことしの12月28日で鉄道

事業の廃止が確定いたしますので、清算が必要

になります。ＴＲは鉄道事業を営むことができ

ませんので、できるだけ早いうちにその清算事

務を行うということで、その清算の結了といい

ますか、12月28日は20年度ですから、20年度末

までに行いたいということで……。

○中野明委員 聞きたいのは、鉄道事業の認

可はなくなるけれども、ＴＲ会社を清算会社と

して置いて、例えば方法論として、後の資産を

会社として利用するということは法的にできな

いわけですか。

○丸山県民政策部長 質問を誤解しておりまし

た。ことし中に取締役会をやって、そして、来

年明けて１月早々に株主総会で会社の解散決議

を行う予定にしています。その後は清算会社に

なるわけです。清算人を選定して３月末までに

清算を結了する、そういうスケジュールを考え

ております。当然、清算会社はあります。

○中野明委員 会社として清算となれば、今

ここに出てきている財産もいわゆる会社の資産

のうちに入っているわけだから……。

○丸山県民政策部長 廃止が12月28日ですから、

今、我々が考えている清算結了まで３カ月しか

ないわけです。ことしの12月28日に全線の廃止

が確定しますので、そして来年の１月早々に株

主総会を開いて、会社の解散決議をする予定に

しております。ですから、その後は委員がおっ

しゃるように清算会社になるわけです。年度内

に清算を結了するというスケジュールでおりま

すので、あと３カ月しかないわけです、廃止が

確定していますから。だから、その間にやらな

きゃいかんということでこういう計画を今、立

てているところです。

○中野明委員 私が聞きたいのは、そういう

ふうに役員会で決めたからそうなっただけの話

で、要は、ＴＲを廃止して、会社をなくします

けれども、今、これだけの財産が残っておって、

これを処分せんといかんと。処分する方法とし

て、県は基金制度でやりますよという方法を出
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したわけです。私としては、まだこの会社をそ

のまま清算会社として残して、まだ役員、株主

もおるわけだから、その中で今言ったような金

をそこに持ってきて―第三セクターが破綻を

した場合は、改めてまた県に基金までつくって

清算しますというのは聞いたことがないんだけ

ど、そういう会社の中でみんな清算していくの

が一般的なんです。だから、何でそういう方法

論じゃなくて、この方法がベストかなというの

があって……。

○丸山県民政策部長 高千穂鉄道の資産には、

御存じのように、車両もあるわけです。それと

今申し上げました橋梁とかトンネルとかありま

す。車両については、もう廃棄したりしていま

すので、あとＪＲさんとの契約が残っている。

これも年内にやりたいと考えています。それで

終わりです。それと、資産の譲渡についても、

年内には終わりたいと考えております。そして、

一番頭にあるのは、清算事務をスムーズに進め

るということで、できるだけ早く土地関係の処

分も沿線自治体に契約して譲渡したいというこ

とであります。

○米良委員 ちょっと確認させてください。今

回、条例を通して、来年の予算で拠出金がどれ

ぐらいかとさっきありましたけれども、それは

部長、今回１回限りという考え方なんですか。

またぞろ、状況によって出資が出てくるという

含みがあるんですか、そこ辺を確認させてくだ

さい。

○渋谷総合交通課長 それは、今までるる御説

明してきたとおりなんですけれども、１億2,000

万円、そして新たなものが出るということの可

能性も一応含めておりますけれども、ただ、そ

の可能性をできるだけ１億2,000万円以内に抑え

たいと、そのための有効活用であるというふう

に考えております。

それからもう一つ、中野明委員からあった

御質問なんですけれども、先ほど部長が御説明

した分に事務的に補足させていただきます。清

算関係をずっと維持するということについては、

まずもって清算法人自体に全く資金がございま

せんから、その中で清算事務をやっていくこと

は、資金の枯渇でできません。そして、もう一

つは、仮にＴＲのほうですべてやるとなると、

当然、税法上の問題がかなり出てまいります。

それから、そもそもＪＲからＴＲが資産を譲り

受けているわけです。そのときのＪＲとＴＲ間

の協定の中で、資産を処分する際については処

分制限がかかっておりまして、民間にはできな

い、要するに関係自治体というか、そういった

以外にはできませんよという協定が入っており

ます。そういった関係もございまして、12月28

日に廃止が確定します。廃止が確定しなければ

そういう寄附もできません。廃止が確定して、

そして清算法人になってしまうと、先ほど言う

税の問題とかが出てきますから、解散決議まで

の間に寄附をしてしまうというようなことで今、

進めているところでございます。以上でござい

ます。

○米良委員 課長、確実に廃止になるわけです

から、来年２月の予算で県の拠出金はどのくら

いを考えていらっしゃるんですか。

○渋谷総合交通課長 新たな拠出金は考えてお

りません。

○米良委員 私はどうしてもその辺が信じられ

ないんですけど、拠出は考えていなくていいん

ですか。

○渋谷総合交通課長 今、有効活用もできんか

ら撤去だというふうに確定しているのは、それ

も調査しましたけれども、非常に少のうござい
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ました。限られています。金額的にはほんの些

少でございます。あくまで、有効活用、そして

撤去計画、それに基づく積立計画ということを

積み上げないと、それぞれ中長期的に幾らずつ

拠出するのかということが固まってこない。そ

ういったものが固まった段階で年次ごとに積み

立てていきますということを考えておりますの

で、２月補正では出てまいりません。

○米良委員 それが課長、不安ですよ。年次的

にとまた出てきましたけど、これは確認してお

きたいんですけど、わずか１億2,000万円しかな

いのに、財産処分をするにも、だれが買うもわ

からないような、そういう状況の中で、とても

じゃないが１億2,000万円で撤去ができるはずが

ないじゃないですか。年次的に拠出金を出して

いくということになったら、県は半分をいつも

出していかにゃいかんということになるわけで

しょう。これが条例の根拠でしょう。だから、

重荷を背負って遠き道を行かなきゃならんとい

うことになるじゃないですか。将来的に、さっ

き言ったように、５年も10年もかかって撤去し

ていく、途中で財産が売れない、金はどこから

出てくるのか。１億2,000万円でやれるかという

と、そうじゃないわけでしょう。恐らくこれで

は足らんと思いますよ。だから、そこ辺が一番

心配になるんです。将来にわたって拠出金が年

度ごとに出てくるということになってくる。

○丸山県民政策部長 そういう心配はあると思

います。ただ、先ほども説明しておりますよう

に、撤去計画に基づいて積立計画を立てるわけ

ですけれども、沿線自治体と県が一緒になって

協議会をつくりますので、その中で早くその撤

去計画をつくっていくということが一番肝心に

なろうと思っています。ただ、沿線の市町にお

かれましても、寄附を受けた財産を地域の町民・

市民福祉の向上のために使わざるを得ないわけ

ですから、できるだけ早く有効活用をしようと

いうことで沿線市町も考えていらっしゃると思

います。ですから、先ほど来申し上げておりま

すように、県も当然、その協議会の中に入って、

リーダーシップをとって、できるだけ早く不要

施設を特定して撤去計画をつくっていただく、

これが一番肝要だろうと考えております。

○中村委員 余り心配なさらないでいいんです

よ。都城―志布志間が廃止になって、沿線自治

体に渡したり、同じことなんです。議論も大事

だけど、一回、見に来られたらいい。遊歩道、

サイクリングロードにして、全部、有効活用し

ているんですよ。余り空論をやったって仕方が

ない。

○中野一則委員 部長は、施設の処分、寄附を

年内を見ておられると言われませんでしたかね。

それは12月中にという意味ですか。

○丸山県民政策部長 12月28日に廃止が確定し

ますので、その日を考えております。

○中野一則委員 要は、ＴＲが持っている資産、

施設を市町村に寄附をする。そうするとＴＲそ

のものの経営、いわゆる株主としての県の責任

もあるはずだが、赤字をどれぐらい抱えておる

とか、その財産目録というのを見らんと……。

後はどうなるんですか。株の所有の問題やら、

そっちのほうの整理は。

○渋谷総合交通課長 当然、清算に入っていけ

ば、手続的に清算法人としての財産目録をつくっ

て、その財産目録について、臨時株主総会の中

で承認いただく必要がございます。その財産目

録の中には、12月28日に寄附するわけですから、

市町村に寄附する資産については上がってこな

いということでございます｡

○鳥飼委員 いろいろ出て頭がこんがらがって
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くるんで、確認だけ、ささいなことなんですが、

高千穂鉄道が財産処分をするわけですね。財務

財産を処分したら、ほぼ清算会社としての機能

も終わってしまうだろうと思うんですけど、問

題は、知事の公約にもかかわってくるもんだか

ら、こういうことでいろいろともめているんだ

ろうと思うんですけれども、それは別の場で議

論をするとしまして、財産を３市町に寄附をす

るわけですけど、例えば鉄道だったらどういう

ような形になるんですか。高千穂町にかかわる

分については高千穂町、高千穂町域を過ぎたら、

こうと、どんな形になるんでしょうか。

○渋谷総合交通課長 各自治体の所管する区域

内にある資産をそれぞれ寄附するということで

ございます｡

○鳥飼委員 その際、ＪＲとの関連ですから、

寄附に係る税とかは生じないんですね。

○渋谷総合交通課長 発生しません。

○鳥飼委員 先ほど、１億2,000万円で何とかな

りそうだというようなことで、私が最初に質問

をしたときに、どれぐらいの箇所数があります

かと言ったら、調査をしていませんということ

でしたけれども、大体調査はされているのかな

というふうな、やりとりの中でわかってきたよ

うな感じがするんですが、それはそれで置いて

おいて、有効活用という意見がいろいろ出てき

たんですけれども、あなたの町でやっぱりやる

べきじゃないかと、有効活用しなさいというよ

うな議論に持っていかないように、市町の主体

性を十分尊重して、要らないというところに押

しつけない、そういうことも大事じゃないかな

と思います。１億2,000万円という限られた財源

だから、それ以上かかるんじゃないかなと私は

予想するんですけれども、そういう議論をしっ

かりやっていただくということでお願いをした

いと思います。そこは押しつけにならないよう

にですね。50％で県は大株主ですから、県の責

任も物すごく大きいわけですね。幕引きを今、

図ろうとしているわけですから、それは関係す

る市町の納得と理解というんですか、そこを十

分押さえていただきたいと思いますので、これ

は要望しておきたいと思います。

○外山委員長 これは、いわゆる最初から撤去

ありきじゃないと思ったらいいんですね。全線

を清算会社の流れでもって撤去を考えたら莫大

な費用がかかりますよ。ですから、撤去しなく

ていい方向を模索して、最終的にどうしても使

えないものは撤去するという、そうでしょう。

○米良委員 寄附を受けたものを撤去に要する

費用に充てるということだから、我々は確認し

ているんです。撤去は撤去ですよ。将来的には、

またぞろ起こりかねない懸念がある。それを確

認しています。

○中村委員 一回、都城―志布志間に連れて行っ

てもらったら。

○米良委員 都城市あたりと環境が違うんだか

ら。

○中村委員 まだ難しい問題がＪＲとの間でい

ろいろあったわけだから、順調に有効活用して

もらえばいいわけです。基金の問題もいろいろ

あるけど。

○米良委員 有効活用ができないんですよ、あ

そこは。

○黒木委員 このことについては大体わかって

きましたが、高千穂町のほうで存続という形で

寄附を随分集めていましたね。民間からとか、

いろんなところから寄附を何千万か集めました

ね。これはそのまま残っているんですか。後、

何か使う方法を考えているんでしょうか。存続

運動をやりながら寄附を集めた、ことしの何月
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までだったですか、ありましたね。それはどう

なっているんでしょうか。

○渋谷総合交通課長 存続を目的にして新しい

会社ができましたね。高千穂あまてらす鉄道、

そういったところが出資を募ったりとか、寄附

を募ったりとかいう形でやられているようです

けれども、現在は実質的には余り会社としての

機能を果たしていらっしゃらないようでござい

ますけれども、その集められたお金がどう使わ

れたかについては、見ていないところでござい

ます。

○黒木委員 せっかく出資をされた方々は、存

続のためにと一生懸命寄附もされたと思うし、

それがあやふやにというのは非常に心配なんで

す。集めた金がどういうふうに今後使われるの

かというのは、我々も関心のあるといいますか、

心配しているものですから、うまくそこあたり

が、清算じゃなくて、何かに活用されるのか、

そういった感じですかね。

○渋谷総合交通課長 高千穂町においては、先

ほど言いましたが、有効活用に向けた検討委員

会を実施されておりますが、その中で高千穂あ

まてらす鉄道がまだ会社として存続しておりま

すが、どういう構想を持っていらっしゃるのか、

そういったことを参考にするために、ヒアリン

グしたりとか、そういった対応はされているよ

うでございます｡

○井上委員 部長に確認なんですが、知事はこ

れについては大々的に、マニフェストを含めて、

存続という形で発表していらしたわけですけど、

知事との議論というのは、条例を出されたんだ

から、それはそうですよというふうにして私ど

もも思いたいんですが、そこは確認はきちんと

されているんですね。議論はされた上での今回

の提案ですね。

○丸山県民政策部長 そういうことです。

○外山委員長 関連とかはよろしいですか。で

は、議案については終了しますが、その他でご

ざいますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○外山委員長 ないようですので、以上をもち

まして県民政策部を終了いたします。執行部の

皆様、御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時41分休憩

午後１時２分再開

○外山委員長 委員会を再開いたします。

本委員会に付託されました議案並びに報告事

項等の説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明がすべて終

了した後にお願いいたします。

○山下総務部長 総務部でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。

今回御審議いただきます議案及び報告事項に

つきまして、お手元に配付しております総務政

策常任委員会資料によりまして御説明いたしま

す。

資料の１ページをお願いいたします。平成20

年度11月補正予算案の概要についてであります。

まず、議案第１号関係でございますが、今回の

補正につきましては、公共事業費等の国庫補助

の決定に伴うもの、その他必要とする経費につ

いて措置することとしたものであります。補正

額は、一般会計で10億2,829万7,000円の増額と

なっております。一般会計の補正予算に係る歳

入財源は、道路特定財源の暫定税率の失効期間

（20年４月）における減収分の補てんとしまし

て、今回、臨時に交付されました地方特例交付

金が５億8,826万9,000円、国庫支出金の３
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億1,059万2,000円、繰入金1,493万6,000円、県

債１億1,450万円であります。

２ページをお願いいたします。一般会計の歳

出の款ごとの内訳でございますが、主なものを

説明いたしますと、総務費が財政調整基金への

積み立てで約５億9,000万円の増額、農林水産業

費が緊急治山事業費などの補助公共事業などに

より、４億円余の増額などとなっております。

この結果、一般会計の予算の規模は5,662億5,286

万円となります。

次に、戻っていただきまして、資料の目次を

ごらんいただきたいと思います。２の特別議案

関係でございます。議案第３号「使用料及び手

数料徴収条例の一部を改正する条例」でありま

す。これは、政治資金規正法の改正によりまし

て、同法に基づき、政治団体の収支報告書等の

写しの交付を請求することができることとされ

ましたことから、交付に要する手数料の規定を

整備するものであります。

議案第８号「職員の自己啓発等休業に関する

条例の一部を改正する条例」であります。これ

は、独立行政法人国際協力機構法の改正に伴い

まして、関連する規定を整備するための改正を

行うものであります。

次に、議案第９号「宮崎県における事務処理

の特例に関する条例の一部を改正する条例」で

ありますが、これは、日南市、北郷町及び南郷

町の合併に伴う規定の整備と、希望する市及び

町に権限を移譲するための改正を行うものであ

ります。

次に、議案第15号「公の施設の指定管理者の

指定」であります。これは、東京学生寮の指定

管理者を指定することについて、地方自治法の

規定によりまして県議会の議決を求めるもので

あります。

次に、議案第32号「当せん金付証票の販売に

ついて」であります。これは、平成21年度の本

県における宝くじの発売金額を平成20年度と同

額の106億6,000万円以内とするものであります。

議案第36号「職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例」であります。これは、平成20

年の人事委員会勧告等を踏まえて、職員の給与

に関する条例等の一部を改正するものでありま

す。

次に、３のその他報告でありますが、本日、

御報告いたしますのは、平成19年度決算に基づ

く健全化判断比率及び資金不足比率について外

３件であります。

詳細につきましては、それぞれ担当課長・室

長に説明をいたさせますので、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

私からは以上でございます。

○馬原総務課長 総務課でございます｡

総務課は、特別議案について御説明いたしま

す。

委員会資料の18ページをお願いいたします。

議案第15号「公の施設の指定管理者の指定につ

いて」（宮崎県東京学生寮）についてでございま

す｡

まず、１の指定管理者候補者でございますが、

東京都千代田区に本社を置きますジャパンプロ

テクション株式会社で、平成18年度から20年度

までの第１期の指定管理者でもございます。

２の指定期間でございますが、平成21年４月

１日から平成24年３月31日までの３年間となり

ます。

次に、３の指定管理者候補者の選定について

であります。（１）の公募の状況につきましては、

本年の７月８日から２カ月間募集を行いまして、

現地説明会には４団体が参加しました。最終的
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には２団体からの応募がございました。

（２）の実施方法等についてでございますが、

申請書類に基づきまして、１次審査を行った後、

指定管理者候補者選定委員会において、各応募

者のプレゼンテーション及びヒアリングによる

２次審査を実施いたしました。なお、選定委員

会の構成は、②のとおりでございます｡

19ページ、（３）に選定基準及び審査項目、配

点を載せておりますが、これにつきましては、

６月の委員会で御説明させていただいた内容で

ございますので、説明は省略させていただきま

す。

（４）の審査結果でございますが、採点結果

は、ジャパンプロテクション株式会社が358.3点

で１位となっております。選定理由といたしま

しては、第１期の実績、事業計画等による施設

の運営管理能力、それから、これまでの取り組

みに加えまして、東京学生寮のパンフレット・

ポスターの作成・配布、入退室管理システムの

導入等、新たな提案が評価されたことによるも

のでございます｡

最後に、４の指定管理料についてでございま

すが、３年間で2,731万8,000円となっておりま

す。なお、この額につきましては、提出議案書

の６ページに債務負担行為補正の追加といたし

まして、宮崎県東京学生寮管理運営委託費をお

願いしているところでございます。

説明は以上でございます。

○岡村人事課長 人事課でございます｡

お手元の委員会資料で御説明させていただき

ます。人事課関係は２件ございます。

まず、９ページをお開きください。初めに、

議案第８号「職員の自己啓発等休業に関する条

例の一部を改正する条例」についてであります。

まず、１の改正理由でありますが、独立行政

法人国際協力機構法の改正に伴い、関連する規

定を整備するための改正を行うものでございま

す。

次に、２の改正内容でありますが、県の条例

で引用する独立行政法人国際協力機構法第13条

第１項第３号が１号ずれまして、第13条第１項

第４号となったため、改めるものでございます｡

号のずれの修正だけであり、制度内容の変更は

ございません。

最後に、３の施行期日でありますが、公布の

日であります。

続きまして、21ページをお開きください。議

案第36号「職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例」についてであります。

まず、１の改正理由についてでありますが、

平成20年の人事委員会勧告等を踏まえて、職員

の給与に関する条例等の一部を改正するもので

あります。

次に、２の改正内容のうち、（１）の初任給調

整手当の改正についてであります。初任給調整

手当は、民間の初任給との差を調整するために

支給される手当でありますが、ことしの人事委

員会勧告に基づき、医師に対する初任給調整手

当の限度額を30万6,900円から41万900円に改正

するものであります。なお、この初任給調整手

当の支給額につきましては、人事委員会規則に

おいて具体的に定めることとされておりますの

で、今後、国の取り扱いが明らかになり次第、

人事委員会規則の改正を行うこととしておりま

す。（２）のその他の改正についてでありますが、

国に準じて関係規定の整備を行うものでありま

す。

最後に、３の施行期日についてでありますが､

初任給調整手当の改正については平成21年４月

１日、その他の改正については公布の日から施
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行することとしております。

人事課からは以上でございます。よろしくお

願いいたします。

○西野財政課長 財政課でございます｡

総務政策常任委員会資料の３ページをお開き

ください。今回お願いいたしております補正予

算の一般会計歳入一覧でございます。真ん中の

太線の中に今回の補正額及び補正後の予算額等

を掲げております。まず、自主財源であります

が、1,493万6,000円の補正となっております。

その内訳としまして、繰入金1,493万6,000円の

増額となっております。次に、依存財源ですが、

10億1,336万1,000円の補正となっております。

その内訳としまして、地方特例交付金５億8,826

万9,000円の増額、国庫支出金３億1,059万2,000

円の増額、県債１億1,450万円の増額となってお

ります。この結果、今回の補正の歳入合計は、10

億2,829万7,000円となります。

次の４ページをお開きください。ただいま御

説明いたしました歳入の科目ごとの内訳であり

ます。まず、繰入金につきましては、1,493万

6,000円の増額となっておりますが、これは、説

明欄に記載しておりますとおり、基金繰入金と

して財政調整積立金の取り崩しが増額となった

ことによるものであります。次に、地方特例交

付金につきましては、５億8,826万9,000円の増

額となっております。これは、地方税等減収補

てん臨時交付金の交付によるものであります。

次に、国庫支出金につきましては、３億1,059

万2,000円の増額となっております。内訳としま

しては、まず国庫負担金が２億3,271万2,000円

で、農林水産業費の公共事業の増額によるもの

であります。また、国庫補助金が7,430万円で、

林業・木材産業振興施設整備交付金の増額によ

るものであります。また、委託金につきまして

は、358万円で、食品残留農薬実態調査費の増額

によるものであります。最後に、県債につきま

しては、１億1,450万円の増額となっております。

これは、農林水産業債の公共事業に係るもので

あります。

以上が歳入の状況であります。

続きまして、財政課関係の補正予算について

説明させていただきます。

平成20年度11月補正歳出予算説明資料の３

ページをお開きください。財政課の11月補正予

算は、５億8,826万9,000円の増額をお願いして

おります。この結果、補正後の予算額は、929

億1,003万4,000円となります。

それでは、補正予算の内容につきまして御説

明いたします。５ページをお開きください。（事

項）財政調整積立金であります。これは、地方

税等減収分の補てん、先ほどもありましたが、

道路特定財源の暫定税率の失効期間中の減収に

つきまして、国の責任で全額穴埋めするもので

ありますが､今回、臨時に交付されました地方特

例交付金を全額、財政調整基金に追加的に積み

立てを行うものであります。この結果、平成20

年度末の当該基金の残高は、70億3,975万3,000

円となります。

次に、「当せん金付証票の発売」に関する議案

につきまして御説明いたします。

議案書は103ページになりますけれども、説明

のほうは委員会資料でさせていただきたいと思

います。委員会資料の20ページをお開きくださ

い。これは、平成21年度に予定しております全

国自治宝くじ及び西日本宝くじの本県での発売

金額を定めるに当たり、当せん付証票法第４条

第１項の規定に基づき、議会の議決に付するも

のであります。これにより、平成21年度の本県

における宝くじの発売額は、106億6,000万円以
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内とするものであります。

続きまして、報告事項、財政健全化判断比率

等について説明させていただきます。

平成20年11月定例県議会提出報告書の５ペー

ジであります。まず、健全化判断比率について

でありますが、４つの指標が掲げられておりま

すけれども、まず、実質赤字比率でありますが､

財政規模に対する赤字額、これは実質収支の赤

字を指しますが、この赤字額の占める割合であ

りますが、赤字でないために該当する数値はご

ざいません。次の連結実質赤字比率であります

が、これは、普通会計に企業会計等を含めた全

会計の赤字額の財政規模に対する割合でありま

すが、これにつきましても、赤字でないために

該当する数値はございません。次に、実質公債

費比率でありますが、これは、公営事業の負債

を含めた当該団体が負担すべき負債の財政規模

に対する割合でありますが、12.2％となってお

ります。次に、将来負担比率でありますが、こ

れは、公営事業、公社、三セク等の関連会計団

体を含めて、将来、本県が負担すべき負債の財

政規模に対する割合でありますが、212.3％と

なっております。これは、いずれも、法に定め

られた基準、早期健全化基準でありましたり、

財政再生基準、これらの基準に達しているもの

ではございません。また、せんだって、９月議

会で報告させていただきました暫定値の数値か

ら変更はございません。

次に、２の資金不足比率についてであります

が、いずれの会計も、資金不足でないために該

当する数値はございません。以上でございます。

○四本市町村課長 市町村課関係の議案につき

まして御説明いたします。

常任委員会資料の６ページをお願いいたしま

す。議案第３号「使用料及び手数料徴収条例の

一部を改正する条例」について御説明いたしま

す。

まず、１の改正の理由についてであります。

昨年末の政治資金規正法の改正により、平成21

年１月１日から、同法に基づき、政治団体の収

支報告書等の写しの交付を請求することができ

ることとされましたために、今回、写しの交付

に要する手数料の規定を整備するものでありま

す。

次に、下のほうの参考、政治資金に係る収支

公開制度の概要をごらんいただきたいと思いま

すが、法改正に伴う収支公開制度の変更の概要

であります。図の左側が現行の制度、右側が法

施行後の来年１月１日以降の制度でございます｡

今回の条例改正に関係いたしますのは、表の太

枠で囲んだ部分ということになります。現行法

では、収支報告書等の閲覧の請求ができる規定

しかございませんので、写しを交付する場合に

は、情報公開条例による公文書開示請求により

これまで対応してきたところでございますが、

法改正によりまして、同法に基づき報告書等の

写しの交付を請求できることとなりましたので、

写しの交付に要する手数料を新設する必要が生

じたものであります。

なお、①の収支報告書等として閲覧あるいは

写しの交付対象となるものは、政治団体の収支

報告書、政党本部及び政治資金団体の監査意見

書及び国会議員関係政治団体の政治資金監査報

告書でございます｡

２の改正の内容であります。手数料の内容は、

表に記載しておりますとおり、１つ目の複写機

により用紙に複写したものの交付については、

情報公開条例と同額の用紙１枚につき10円、２

つ目のスキャナにより読み取ってできた電磁的

記録を光ディスクに複写したものの交付につい
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ては、情報公開条例に同一の規定がございませ

んので、国の制度を参考に、光ディスク１枚に

つき100円、これに当該収支報告書等の写し１枚

ごとに10円を加えた額としております。

次に、３の施行期日につきましては、法の施

行日に合わせ、平成21年１月１日としておりま

す。

なお、７ページ及び８ページの条例の新旧対

照表につきましては、説明を省略させていただ

きます。

次に、資料の11ページをお願いいたします。

議案第９号「宮崎県における事務処理の特例に

関する条例の一部を改正する条例」について御

説明いたします。

これは、県から市町村への権限移譲を推進す

るための条例の改正であります。まず、１の改

正理由についてでありますが、県では、これま

で、住民に身近な行政サービスは、できる限り

住民に身近な市町村で行うようにするため、県

から市町村への権限移譲を進めてきたところで

ありますが、今回、日南市、北郷町及び南郷町

の合併に伴う規定の整備と、希望する市及び町

に権限を移譲するための改正を行うものであり

ます。

次に、２の改正の内容についてであります。

まず、（１）の新たに生じた土地の確認に関する

事務でありますが、これは、埋め立て等により

新たに生ずることとなった土地につきまして、

その所在地及び面積を確認し告示するという地

方自治法に基づく一連の事務であり、日南市、

北郷町及び南郷町の合併に伴いまして、北郷町

及び南郷町を移譲対象市町村から削除するとと

もに、小林市、えびの市、高鍋町、木城町の２

市２町に新たに移譲するものであります。これ

により改正後の移譲市町村数は計５市５町とい

うことになります。次に、（２）の字等の区域の

変更等に関する事務でありますが、これは、区

画整理等によりまして市町村内の町や字の名称

や区域を変更する際の一連の事務であり、（１）

と同様に、北郷町及び南郷町を移譲対象市町村

から削除するとともに、小林市、えびの市、木

城町の２市１町に新たに移譲するものでござい

ます。これにより改正後の移譲市町村は計９市

８町となります。

３の施行期日につきましては、市町村合併に

係るものについては合併の日の平成21年３月30

日、移譲市町村の追加に係るものについては平

成21年４月１日としております。

次に、資料の14ページをお願いいたします。

これは、現在の事務処理の流れと権限移譲後の

事務処理の流れを図にしたものであります。こ

れは、例えば、公有水面の埋め立てで生じる新

たな土地の確認や、土地区画整理事業に伴う字

の区域の変更などがある場合、今回の権限移譲

により、図にありますように、県との事前打ち

合わせや県への届け出が不要となり、市町村の

内部で事務が完結いたしますので、迅速な事務

処理が可能となり、県にとりましても、事務処

理の合理化が図られるものと考えております。

なお、12ページ、13ページの条例の新旧対照

表につきましては、説明を省略させていただき

ます。

市町村課の説明は以上でございます。

○川野消防保安課長 消防保安課でございます｡

委員会資料の15ページをごらんください。議

案第９号「宮崎県における事務処理の特例に関

する条例の一部を改正する条例」について御説

明いたします。

１の改正理由でございますが、火薬類取締法

とガス事業法に基づく知事の権限に属する事務
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の一部について、住民への利便性の向上や事務

処理の効率化等の観点から、取り扱いを希望す

る市町村に権限を移譲するため、条例の一部改

正を行うものであります。

２の移譲する事務の内容及び移譲市町村でご

ざいますが、まず、（１）火薬類取締法につきま

しては、煙火の消費に係る許可等の８事務、煙

火というのはいわゆる花火のことでありますが､

花火の打ち上げの許可等に関する事務につきま

して、現在、10市町村に移譲していますが、え

びの市と椎葉村を追加するものであります。次

に、（２）のガス事業法につきましては、ガス用

品の販売事業者に係る報告の徴収に関する事務

等の３事務につきまして、新たに都城市に移譲

するものであります。

３の施行期日につきましては、平成21年４月

１日から施行することとしております。

次の16、17ページに新旧対照表をつけており

ます。

消防保安課は以上でございます。

○加藤行政経営課長 行政経営課でございます｡

委員会資料の27ページをお願いいたします。

指定管理者候補者の選定結果についてでござい

ます。先ほど、総務課長から東京学生寮の指定

管理者の指定について御説明いたしましたけれ

ども、私からは、今回の第２期指定全体の概要

について御説明いたします。

まず、１の第２期指定の対象施設ですけれど

も、今回は第１期指定の62施設のうち、今年度

末に指定期間が終了する57施設と、来年度から

新たに制度を導入する４施設の計61施設でござ

います｡

次に、２の選定結果ですが、公募により応募

のあった者について、指定管理者候補者選定委

員会において提案内容の審査を行い、最もすぐ

れた者を候補者として選定いたしました。今回

は、対象とした61施設のうち25施設の候補者を

選定いたしました。県営住宅36施設につきまし

ては、現在まだ審査中でございます。指定期間

は、３年とするものが20施設、５年とするもの

が５施設でございます。指定管理料の候補者か

らの提案額は、25施設合わせまして、指定期間

中、平均年額で12億4,300万円余となっておりま

す。候補者からは、利用者へのサービス向上を

図るため、開館日の拡大や利用時間の延長を初

め、ここに記載のような提案がなされておりま

す。

３の今後のスケジュールですが、今議会で議

決をいただきました後に指定の告示、指定管理

者に変更がある場合は業務の引き継ぎを行い、

来年４月１日付で県と指定管理者との間で管理

運営に関する基本協定を締結する計画でござい

ます｡

次のページに25施設の候補者、指定期間など

の一覧を掲載しております。

指定管理者候補者の選定結果については以上

でございます。

続きまして、29ページでございます。平成21

年３月30日付及び４月１日付の市町村への権限

移譲についてでございます。

まず、21年３月30日付移譲分ですが、先ほど

市町村課長からも説明いたしましたけれども、

日南市、北郷町及び南郷町の合併に伴うもので

ございます。この合併は新設合併でありますこ

とから、現在、３市町に移譲している346の事務

を、いわゆる新日南市に改めて移譲するもので

ございます｡

次に、21年４月１日付移譲分は、これも先ほ

ど市町村課長と消防保安課長が御説明いたしま

したけれども、その事務を初め、13市町村に127
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の事務を移譲するものです。うち新規移譲事務

は30事務でございます｡

移譲事務の内訳は次のページに記載のとおり

でございます｡

私からの説明は以上でございます。

○後藤税務課長 税務課でございます｡

31ページをお願いいたします。自動車税及び

自動車取得税の身体障がい者等減免について御

説明申し上げます。身体障がい者減免につきま

しては、自動車税、自動車取得税を全額減免と

しておりますが、その減免額に上限額を設け、

上限を超えた部分の負担を求めるものでありま

す。

減免制度の趣旨でありますが､身体障がい者の

方が日常生活を営むに当たり、歩行することが

困難である場合は、自動車が日常生活に不可欠

の生活手段となっておりますので、その障がい

を克服し、健常な者と同様の社会生活を営むこ

とができるよう、一定の要件のもと、自動車税

と自動車取得税を減免しております。

２の減免額の設定でありますが、現在、高価

な自動車につきましても自動車税等を全額減免

しておりますが、減免制度の趣旨や税負担の公

平の観点から、社会通念上、障がい者の生活手

段として真に必要な機能を有する自動車につき

ましては、これまでどおり全額減免し、その機

能を超えるものにつきましては、減免額に上限

額を設定し、上限額を超える部分について負担

を求めるよう見直しを行うものであります。

３の減免の上限額でありますが、自動車税は

４万5,000円であります。その理由でありますが､

自動車の使用は障がい者の生活手段、すなわち

社会参加を促進するための装具であるという減

免制度の趣旨から、車いす等を積載するのに十

分な容量と性能を持つ自動車は、2,500ccクラス

の大きさがあればその機能が備わっております

ので、2,500ccの税額であります４万5,000円で

あります。導入している各県の状況につきまし

ては、４万5,000円が大半でございます。また、

４万5,000円を超える自動車は、減免対象となっ

ている車両の１割程度であります。自動車取得

税につきましては、自動車税に対応いたしまし

て、2,500ccクラスの平均的な取得価格でありま

す250万円を上限額とするものであります。

４の障がい者団体に対する説明でありますが､

宮崎県身体障害者団体連合会を初め、視覚、聴

覚、知的、精神、肢体不自由、重症心身障害等

の９団体に、上限設定の趣旨及び内容を説明い

たしまして、御理解を得たところであります｡

実施年度につきましては、周知期間を十分と

りたいと思いますので、平成22年度から実施を

考えております。

次の32ページの概要について御説明申し上げ

ます。自動車税につきまして、納付の額の例で

ありますが、減免額のところをごらんいただき

たいと思います。２万5,000円から４万5,000円

までの範囲内に減免になっている自動車の約90

％が入っております。納付していただく額は、

４万5,000円を超える部分、右側の網かけ部分に

なります。税額５万1,000円の場合は6,000円と

いうことになります。

自動車取得税につきましては、250万円が上限

額でありますので、250万円を超える部分に税率

を乗じて算定した額が納付額ということになり

ます。例えば､取得額300万円の自動車の場合

は、300万円から250万円を引きまして、50万円

に５％を乗じました２万5,000円が納付額となり

ます。また、障がい者用に自動車を改造するこ

とがあると思いますけれども、改造費用につき

ましては、自動車の取得価格から除くことにな
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ります。

以上であります。よろしくお願いいたします。

○外山委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。まず、議案及び報告事項についての質疑を

お願いいたしたいと思います。

○鳥飼委員 財政課長にわからないところが１

つあるので、お尋ねします。資料の３ページに

地方特例交付金で５億8,800万円というのが収入

をされておるんですけれども、その分は丸々積

立金のほうに行きまして、1,493万6,000円を取

り崩ししてあるんですけれども、これはそうい

うルール化をしているのか、取り崩さないまま

に５億のところから崩して、残りを積み立てる

という方法もあると思うんですけれども、そこ

辺の経緯を御説明お願いします。

○西野財政課長 今回の補正に当たっての基金

の取り扱いについてでございますが、それぞれ

趣旨が異なるものでありますので、まずはその

趣旨を明確にしたいと、これまでの運営上のや

り方に沿ってもそのようにさせていただきたい

と思っております。繰り返しになりますが、繰

入金につきましては、今回、補正予算の歳出の

ほうで、例えば、災害復旧費用につきましても、

一般財源から捻出する必要がございますが、対

応する財源がございませんので、これをまず基

金からの繰り入れによって賄うこととさせてい

ただいております。

一方で、地方特例交付金は、先ほど申し上げ

ましたとおり、道路特定財源の原資補てんとい

うことでございますが、これにつきましても、

本来であれば税収であったり譲与税の減に伴う

補てんですので、そちらを減額した上でこれを

充てるという一つの考え方はございますが、税

収や譲与税の額というのが年度末に改めて見積

もりを立て直しまして補正を行うということで、

年度途中でもありますので、一たん、財政調整

のための基金に全額積むということで、結論と

しましては、それぞれ財源不足を補う部分と新

たな収入、これにつきましては、それぞれ趣旨

が異なるものでありますので、別々に項目を立

てて整理させていただいておるところでござい

ます。

○鳥飼委員 わかりました。

次に、21ページの職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例なんですけれども、これは、

議運のところでも議論になったと思うんですけ

れども、ぜひ、そういうルール化されたものは

事前に提出予定ですという説明を忘れないよう

に、もう答弁は要りませんけど、そこは特に念

を押しておきたいというふうに思います。

議案とは直接関係ないんですが、これにちょっ

と関連するもので、職員の給与等で、勤務条件

等なんですけれども、勤務時間が、人事委員会

の勧告はどうなったかわからないんですけれど

も、今、12時15分から１時というふうになって

いるんです。食事をして、走る人もおれば散歩

をする人もおるが、外食もできんような状況で、

非常に職員の勤務時間が窮屈になっているとい

うか、今後、取り扱いについて御説明をいただ

きたいと思います。

○岡村人事課長 今回の人事委員会勧告の中で、

国のほうの勧告も盛り込まれまして、また、本

県においても人事委員会の報告として盛り込ま

れております。国のほうも１日15分の短縮を実

施するということに決定しておりますので、そ

の方向で、時間としては昼休みなのかどこなの

かというのは、また今後、協議をしてまいりた

いと考えております。

○鳥飼委員 そうしますと、実施時期は来年度

というようなことで理解していてよろしいんで
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しょうか。

○岡村人事課長 実施時期等も含めて、今後ま

た協議をしていくということで今、努めている

ところでございます。

○鳥飼委員 わかりました。非常に勤務時間が

窮屈ですから、この間も中野委員から、健康管

理のことで、追跡調査をするぐらいして職員の

健康に十分注意をしてくださいというのがあり

ましたので、そこはぜひ早目に実施をしていた

だきますようにお願いをしておきたいと思いま

す。

最後に、27ページ、指定管理者制度なんです

けれども、詳しくはお聞きしませんが、新たに

といいますか、３年、５年というようなことに

なりまして、28ページに25施設、一番下は番号

がついていないんですけれども、指定をされて

おるんですけれども、指定の変更があったとこ

ろ、受託者といいますか、そこあたりを教えて

いただけますか。

○加藤行政経営課長 28ページの表で御説明い

たします。この表の真ん中の欄に指定管理者候

補者名というのがございますけれども、19番と20

番ですけれども、候補者名が株式会社馬原造園

建設となっております。この括弧内が第一期の

ときの指定管理者でございます。この19番、20

番の施設が今回、候補者がかわっております。

それから21番、阿波岐原森林公園、これもＭＰa

rks＋ＰＨＯＥＮＩＸ阿波岐原というグループで

ございますが、前回が園田グリーンセンターと

いう会社でございました。この３施設が変更に

なっております。なお、11番が宮崎県川南遊学

の森、これは新規でございます。かわったとこ

ろは以上でございます。

なお、一番下の宮崎県総合運動公園、これは18

番と同じ施設を分けているということで番号が

ついていないということでございます｡

もう一つ、参考までですが、15番と16番、サ

ンマリーングループということでございます。

これは指定管理者候補者としては１期分と同じ

ですけれども、グループ構成に一部メンバーの

変更がございます。以上でございます。

○鳥飼委員 わかりました。

○外山委員長 それでは、その他の報告事項に

ついて何かございますか。

○中野一則委員 自動車税及び自動車取得税の

身体障がい者等減免という説明がありましたが、

このほかに自動車税、自動車取得税等を減免し

ているということはないんですか。

○後藤税務課長 身体障がい者減免については

これだけでございます｡

○中野一則委員 この税金について、ほかに減

免をしているようなことは何もないんですか。

○後藤税務課長 それ以外にもあります。例え

ば､福祉施設の福祉車両とか、そういうものにつ

いては減免しております。

○中野一則委員 それだけですか。

○後藤税務課長 それから、中古車販売業の商

品車、展示してあるものについては一部減免を

しております。

○中野一則委員 今度、減免をいっぱいはない

けれども、上限を定めましたが、それとの兼ね

合いは、何も関係はないんですか。整合性はあ

るんですか。

○後藤税務課長 そう思っております。

○外山委員長 よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○外山委員長 それでは、ないようですので、

請願の審査に移ります。新規請願である請願第12

号「たばこ税増税反対についての請願」につい

て、執行部からの説明はございますか。
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○後藤税務課長 特にございません。

○外山委員長 そのほか、何かございますでしょ

うか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○外山委員長 以上をもちまして、総務部を終

了いたします。執行部の皆様には御苦労さまで

した。

暫時休憩いたします。

午後１時46分休憩

午後２時２分再開

○外山委員長 委員会を再開いたします。

午前に引き続きまして、高千穂鉄道関連でもっ

て少し質疑があるようでございますので、再度

来ていただきました。

では、早速ですが、委員の方から質疑をお願

いいたします。

○米良委員 どうしても将来、禍根を残すよう

なことになっちゃいかんから、確認のためにも

う一回おいでいただこうということで、後は余

り形式にこだわらずにいろいろ言わせてもらい

たいと思います。午前中に言いましたけれども、

撤去に充てるための基金条例ですが、沿線のあ

の状況を見ますと、今ある１億2,000万円の金だ

けでは、とてもじゃないが、撤去費用は足りな

いと。そして、皆さんたちは今度は、それをど

う活用するかということについても、いろいろ

議論をしているような、有効活用ということで

ありますけれども、それはそれとして、条例が

できた段階と、それから高千穂鉄道がほうって

おったらことしいっぱいでなくなるという、そ

れとの関連はどうなるんですか。条例を定めな

いとならんという今、せっぱ詰まった状況です

ね。それと、高千穂線が３月いっぱいで清算と

か言ったじゃないですか。だから、今度の条例

改正という日程的なものがあると思うんですが、

その理由というのはどう理解すればいいのか。

○渋谷総合交通課長 来る12月28日に高千穂線

が全線廃止になる。これは昨年の12月28日に国

に槇峰―高千穂間の休止届を出しているんです。

自動的に１年を経過いたしますと廃止になると

いうことでございます。廃止になりますので、

ＴＲは鉄道事業者ではなくなるということでご

ざいます。ただ、依然として株式会社としては

存在していますので、もうやれないわけですか

ら、臨時株主総会をやって１月早々に解散の決

議をいたします。その時点で会社は解散になっ

て、その後、清算に入っていくわけです。清算

の手続を３月いっぱいをめどにやりたいという

予定にしております。それが一つのＴＲの流れ

でございます｡

一方、今回の条例については、これまでＴＲ

と関係市町、それと県も入って、そもそも資産

をどう取り扱うのかということについて、長い

時間をかけて協議してまいりました。税の問題

であるとか、円滑に清算を進めるとかいったよ

うな観点から、どうするのかと。午前中も申し

上げましたが、資産についてはＪＲとの協定の

中で自治体以外にはだめということになってお

ることもありましたので、まだ12月28日までは

事業者としてありますから、資産を処分するこ

とはできませんけれども、その日をもって関係

市町に資産を寄附するということを合意したわ

けでございます。当然、それを合意する中で、

撤去が必要となった資産についての費用をどう

するのかということがもう一つあります。これ

についても、午前中、御説明申し上げましたと

おり、県と関係自治体で費用を持ち寄って、そ

れを財源にしましょうということでございます。

その際、どういう仕組みにするのかというこ
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となんですけれども、一挙に財源を確保するこ

とが困難でございますので、それを計画的に平

準化したような形でできんだろうかと。そのた

めには基金を設置する必要があるのではないか

ということで、しかも、関係自治体の調整とか

リーダーシップとかもありますから、県にその

基金を設置しましょうというのが今回の条例の

提案でございます。

なぜ、今回の11月議会なのかということなん

ですが、今申し上げました、寄附をするという

ことと不要施設の撤去費用をどうするかという

仕組み、これはセットだと。12月28日をもって

寄附を受けるので、12月28日の時点でそういう

仕組みができ上がっておく必要があるという合

意をしているわけです。もちろん、経営安定基

金の受け皿としての必要性もございまして、こ

れは２月議会では間に合いませんので、今回、11

月に出させていただいたという関連でございま

す。以上でございます。

○米良委員 ほうっておいたら自然解散になっ

てしまって客体がなくなってしまう、だから今

度出すんだということ、それはわかりました。

それで、午前中も私は懸念として申し上げた

んですが、これから拠出をしていくわけであり

ますが、果たしていつから拠出しなきゃならん

のか、それがいつまでなのかという基本的なも

のがないと算出できないというのは午前中聞き

ました。将来的にそれが、資産を売却しても撤

去費用にはほど遠い、足らない、足らないでずっ

ときたときに、年次的にどのくらい出していく

かということが―条例がずっと生きていきま

すから、そうなってくると今から莫大な金が、

県も半分拠出しなきゃなりませんから、そうい

う点では非常に先行き不透明な拠出を強いられ

るという懸念がそこで出てくると思うんです。

それに対する拠出条例の性格というか、将来に

わたってこの条例が生きてくるわけでしょうか

ら、そういう懸念材料がそこで出てくると思う

んです。その辺の心配があるんです。来年から

か再来年からか、拠出をどのくらいするかわか

りませんが、それが足らんから、じゃ、４年後、

５年後、またどんどん拠出していかなきゃなら

んという、そういう事態に立ち至りはしないか

ということなんです。

○渋谷総合交通課長 御懸念の部分については

理解できます。本当にどれぐらいかかるのかと

いうことだろうと思います。、そのことについて

は、午前中も申し上げましたが、協議会の中で

早急に詰めていきたいと思っています。その際、

期間をまず定めないといけないというふうに

思っております。これを５年にするのか、10年

にするのか、それ以上にするのかといったこと

も含め、それは資産の状況であるとか、財源の

状況であるとか、そういったことも考えないと

いけないと思っています。そういう期間の中で

施設を撤去していくわけですが、それに要する

費用について見込む必要があろうかと思います。

撤去の時期、費用の見込み、それを５年なり、

もしくは10年なりという中で、平準化した形で

毎年毎年積んでいくというふうに考えています。

協議会については、年明けたら早々に、何ぼ

遅くても年度内に立ち上げようと思っておりま

して、早速、そういう協議に入っていこうとい

うふうに思っております。

そうは言っても、何度も申し上げて恐縮なん

ですが、とにかく、ＴＲから受けた資産の有効

活用ということについて努力していかないかん。

それは何をおいても、１億2,000万円という財源

は確かにあるんですけれども、それにできるだ

け近づけていって、それぞれの団体の財源負担
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を減少させていくということに努力すべきだろ

うと思っております。以上でございます。

○米良委員 渋谷課長のおっしゃるのはよくわ

かるんですが、午前中にも、その１億2,000万円

弱の今ある基金の範囲内で行われるという説明

があったんです。だから、それと今おっしゃっ

たことがうまく理解できんところがあるんです。

○渋谷総合交通課長 １億2,000万円の範囲内で

できるということは言い切れない。１億2,000万

円の範囲内でできるだけできるようにと思って

います。ただ、新たな積み立てということは十

分想定されますから、そういう場合について、

いつまでの間に幾ら積み立てるかという積立計

画を立てようということでございます。以上で

す。

○米良委員 最後にしますが、それなら結果を

見ながら拠出金を補っていくという理解でいい

んですか。

○渋谷総合交通課長 そういうことではござい

ませんで、具体的に、あくまでも例えばという

ことで話をさせていただきますが、平成22年度

から５年間かけて施設を撤去するとします。い

つ、何を、どれだけのお金をかけて撤去するか

ということについて具体化させます。５年間で

総額幾らかかります、財源が今、少なくとも１

億2,000万円ありますが、仮にこれじゃ足りない

といたします。その足りない部分を５年間で県

と１市２町でできるだけ均等な額で積み立てて

いきますということでございます。

○米良委員 だから、私が懸念として持ってい

ことと、課長が今おっしゃったことはうまく合

致するんです。その時々に応じて拠出していく

と。１億2,000万円の範囲内で行いますというあ

なたたちの午前中の説明と今のとは違うと思う

んです。必要に応じて積み立てていく、拠出し

ていくということなんでしょう。だから、私が

懸念していることと今、課長がおっしゃったこ

とは一緒だと思うんです。それが幾らになるか

というのは、５年間でまだ未知数なんですね。

そこ辺を一番懸念するわけです。条例としては

いいんです。まず条例化しなきゃ自然消滅をし

ていく、ＴＲというのはだめになってしまうわ

けですから、さっき、それは理解したところで

すけど、その都度その都度、拠出していくとい

うことになりますと、それは莫大な金になって、

どのくらい出すかというのは私もわかりません

が、相当出さないといかんとやないかなと、あ

の状況からすれば。

だから、撤去していく期間と撤去に要する内

容的なもの、あのまま有効活用できるとは思っ

ておりません。軌道敷ですから、高いところは

４メーターも５メーターも埋め立ててあるとこ

ろがありますし、場合によっては岡元駅あたり

の１メーターぐらいのところもありますし、そ

のままレールを外して、ユンボか何か持ってき

て取ってしまえば、１メーター弱のところもあ

りますから、そこは宅地になるかもわかりませ

んね。そういうところは有効活用できたり、あ

るいは売却できたり、資産としてまたこれに充

当することができるでしょうけれども、ほとん

どのところは中山間地ですから、私の素人判断

では資産価値としては余りないんです。私はそ

ういう目で見ていますから。課長、あなたがおっ

しゃるのはわからんでもないんだけれども、５

年、10年の間に相当金を出さにゃいかんことに

なりゃせんか。この条例が生きてくるわけです

から、強制的に出すことになりゃせんかという

確認なんです。あなたがさっきおっしゃったよ

うなことと一緒だと思うんですよ。その都度そ

の都度出していくわけですから。違いますか。
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○丸山県民政策部長 米良委員のおっしゃるこ

とはわかるんですが、結局、こういうことだろ

うと思うんです。１億2,000万円をとりあえずは

高千穂町から県の基金に移して準備をしておく、

それが前提というか、これが一番目なんですけ

れども、あと、この基金が何年続くのか、続か

せるのかです。これを考えた場合に、沿線市町

は財産を受けるわけですね。そうすると、沿線

市町も受けた財産をそのままほうっておいたら

何もならんですね。沿線市町は、有効活用策を

早くやればやるほど得をすると思うんです。ほっ

たらかしにしておったら草がぼうぼう生えたり、

どうせ摩耗が進むわけですから、金がかかって

しまうわけです。今、高千穂町、日之影町も、

行政も議会も活用委員会ができていますけれど

も、延岡市は行政のほうでできています、議会

はまだということですが。そこらあたりの議論

も、ほうっておくよりも早く有効活用策を考え

たほうが、沿線市町にとっても利があるわけで

す。そういうことを考えていくと、その基金も

余り莫大なものになるとは私は考えられないと

思うんです。

○黒木委員 今言うように、活用の中で遊歩道

をつくったと、遊歩道をつくるには上の線路だ

けを外す。上を舗装なりする。この舗装とかす

る場合は各自治体がやっていくわけですね。何

かの事業を取り込んでやっていく。撤去する分

だけにそういう費用がかかったというのを、今

言うこの中から出していくということでしょう。

そこ辺はわかるんですけど、ただ、譲り受ける

部分が、延岡市の場合は、ある程度市街地の中

で資産価値といいますか、評価の高いところで

すね。ＴＲとＪＲが契約した中に、個人売却は

できない、何かそういうことがうたわれている

と。行政側が一遍受けて、今度は宅地化する場

合にはどうしても出しますね。そこ辺は大丈夫

なんですか。宅地化する場合には売買だけする

んですか。

○渋谷総合交通課長 寄附を受ければ普通財産

になるわけでして、一般的に言えば、その普通

財産について公共の用に供するというのが一般

的なんだろうと思います。宅地化して、それを

市みずからが売却するということがあるのかど

うなのか、その辺は想定していなかった部分も

あるんですが、ただ、そういった話題の中で、

延岡市自体がずっと走破したんです。線路の上

をずっと歩いた調査の結果を伺っておりますが、

延岡市の認識としては、線路ですから、細長い

のがずっと続いているわけですね。しかも、道

路沿いであるとか、山の間とか、山のふもとと

か、そういったところをずっと通っているわけ

です。ですから、彼らとしては、価値ある資産

という意味では駅周辺かなとは言っています。

ただ、この駅周辺の土地についても、地元から

は、せっかく受けるんだから、公共施設として

の活用ということでの要望が上がってきている

ということですので、延岡市として、資産価値

が高いということを思って宅地にしてとかいっ

たようなことは考えていないし、できないので

はないかなというふうなことは伺ったことはご

ざいます。以上でございます。

○黒木委員 ということは、市町村から民間に

売却というのは余り見込めないということです

ね。資産価値というのは、民間に売らなければ

公共で持っている部分は同じようなことですね。

公共でのさっき言ったような遊歩道だとか、自

転車のロードだとか、そういうことに活用する

ということであれば、上を外して、後の事業費

は各市町で持つわけですね。そうなればそんな

に費用はかからんのかなという気はするんです
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よ。これを壊して高い部分を低く、そういう必

要がなければそんなにかからないかなという気

はするんですけれども、これから自治体も県と

同じように負担があるわけですから、余り負担

の大きくなるようなことは自治体も考えないと

は思うんです。自分ところの負担が大きくなる

ということになるわけですからね。そこ辺はこ

れから協議会の中で、できるだけ負担がかから

ないような方向での協議はされるのかなという

ふうには思うんですけれども。

○中野一則委員 僕はかなりかかるんじゃない

かなと思っているんです。１億2,000万円を努力

目標として、その範囲内でと言われたと思うん

ですけれども、かなりかかるなという気がする

んです。この使い方ですが、例えば､１億2,000

万円で済むのであれば、３年間でそれを使い切っ

たとすれば、その後に拠出をするわけでしょう。

○渋谷総合交通課長 撤去計画の中で１億2,000

万円の範囲内で３年間で済むということであれ

ば、当然積む必要はないんですが、例えば５年

計画としますと、その先の２年間に仮に一定の

費用がかかるとした場合には、これはあくまで

仮定ですが、４年目、５年目で２億かかるとし

て、４年、５年で２億をそれぞれ負担するとい

うのは大変だから、そうしたら初年度からそれ

を案分した形で５で割って4,000万ぐらいずつ積

んでいこうという考え方はあると思います。そ

ういうことも含めて積立計画というものを立て

ていこうかなと思っているところでございます。

○中野一則委員 可能な限り有効活用をすると

さっき言われましたね。有効活用策の策定、あ

るいは撤去計画については中長期計画を立てる

とも言われましたが、それは同時に策定という

か、計画は立てられるわけですか。

○渋谷総合交通課長 もう一回お答えいたしま

すが、仮に３年間なり５年間の計画の中で、撤

去費用が１億2,000万円しかかからないというこ

とがあったとすれば、新たな積み立てというの

は発生しないというふうに思います。そういっ

たところを協議会の中で十分協議して決めてい

こうというものでございます｡

○中野一則委員 計画じゃなくて、午前中、可

能な限り有効活用を図るということだったから、

その計画の策定をするような話もされましたね。

協議されるわけでしょう。その協議、策定のこ

とと、撤去もどこかあると思うんです。その撤

去計画、中長期でしたいという話でしたが、そ

の計画はいつごろ、どういうふうにつくられる

わけですか。

○渋谷総合交通課長 協議会でやりますが、年

度内につくると言いました。でき次第、早速、

かかってまいります。できるだけ速やかに、御

懸念の部分も多いので、有効活用、それから撤

去計画、これを樹立するように努力してまいり

たいと思っております。

○中野一則委員 まだできていないわけですね。

一つも入っていないんでしょう。入っていない

ところに、この基金条例で割り振ったのを立て

られるということは、不足するという見通しだ

からつくられるんじゃないかなという懸念もあ

るんだけれども、それはいいと思うんですが、

今度は、拠出割合を県が50、延岡が25、高千

穂15.5、日之影9.5と決められたんですが、まず

県は、基金条例をすれば、この50％の拠出金は

この条例で拘束されるわけですか。

○渋谷総合交通課長 拠出割合というのは一応

合意していまして、仮に新たに財源を求めた場

合には、県、市町、それぞれ予算をつくって、

それぞれの議会で御審議いただかないといけな

いわけですね。ですから、条例の中にそれをう
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たい込むということはなじまなかったものです

から、今回、条例の中でうたっておりませんが、

県と関係沿線自治体とで覚書をつくることとし

ております。首長同士で覚書をつくります。そ

の覚書の中にその割合をうたい込むという手続

をしたいと思います。

○中野一則委員 一言ずつ端的に答えもしても

らえればいいんだけれども、発生することを仮

定にしているわけだから、将来不足すると、２

月議会か来年早々の議会かわからんけれども、

１億円必要だとなれば、5,000万円が県の持ち分

になりますね。その持ち分になる50％というの

は、今回の条例の中で拘束されるんですか。そ

の50％は県の持ち分ですよというのはどこで決

められるんですか。

○渋谷総合交通課長 先ほど言いました覚書の

中でうたい込んで、覚書によって拘束されると

いうことでございます。

○中野一則委員 覚書というのは、議会はどこ

でそれをオーケーするんですか。

○渡邊県民政策部次長 条例事項じゃありませ

んので、首長同士の覚書でございますので、当

然、予算を県は県議会、市町はそれぞれの議会、

そこで審議がありまして、それはおかしいとい

う話は出てくるわけです。でも、そのときは覚

書を締結していますので、首長の責任といいま

すか、そういうものが発生するということで、

そういう形になると思います。我々としては、

今、首長同士の覚書でやるということで、かつ、

それは条例事項には入っていないということで

す。

○中野一則委員 ということは、覚書はまだつ

くっていないんですね。

○渋谷総合交通課長 覚書は12月28日に締結す

る予定にしております。

○中野一則委員 ちょっと回りくどい質問をし

てきましたが、というのは、延岡25、高千穂15.5、

日之影9.5というパーセント、これを約束する担

保、市町に対する担保、県は50％支払うから、

あなたたちは、例えば高千穂は15.5ですよとい

う担保、どこでそういう拘束というか、される

のかなと思ってですね。

○丸山県民政策部長 端的に申し上げると、沿

線自治体と県の信頼関係です。今の経営安定基

金も条例にはその比率はたしかうたっていない

と思います。それも覚書方式みたいなことでこ

の20年間やってきたわけですから、ずっとその

割合で来ていますので、それは、それこそ、午

前中申し上げましたように、県と沿線自治体の

信頼関係ができておりますので、もし、例えば

市町村のほうから崩すということになると、信

頼関係が一挙に吹っ飛びますので、この条例自

体が、存立の基盤が危うくなるというような格

好になると思います。

○中野一則委員 だと思うんですが、県の場合

は、基金条例をつくることで、ここに数字的に

県が50％と載っているから、暗に、将来、拠出

があった場合には、県の持ち分は50％だという

のを我々も大体理解できます。ところが、この

基金条例なるものは、県にある条例だから、市

町はつくる必要はないと思うんです。市町はど

この場面でこの負担をするというのが出てくる

わけですか。というのは、私はどうも、延岡あ

たりは余り処分するようなものはない、高千穂

は多いような気がするんですね。その場合に、

市町お互いに錯誤というものが発生しやせんか

なと思うんですが、そういうことはないんです

か。

○丸山県民政策部長 おっしゃることはよくわ

かりますけれども、それはないと私は確信して
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います。

○中野一則委員 その辺、県、市町の一つの信

頼関係があるんでしょうね。それをまた議会も

素直に認めるということなんでしょうね。

○丸山県民政策部長 現在ある経営安定基金も、

県も単年度、単年度で3,000万ですから、1,500

万、沿線市町も1,500万ずつ拠出してきておる実

績がございますので、そこは当然、この基金に

ついてもそういう割合でいけると私は確信をし

ております。

○中野一則委員 あと一点、災害が発生して、

まだ残骸か何かあるんですか。

○渋谷総合交通課長 五ヶ瀬川を渡っている鉄

橋が２つぐらい落ちたんですね。そこの除去に

ついては平成19年度中に終わっております。橋

脚も取り外しをしております。

○中野一則委員 そういうものは何もないんで

すね。沿線上の施設だけが残っているというこ

とですか。

○中村委員 さっきの言い方で、信頼関係とい

う言い方はまずいんじゃないですか。覚書を交

わすんだから、法的に拘束力があるわけだから、

ただ信頼関係と言うと、また誤解を招くんじゃ

ないですか。

○丸山県民政策部長 当然、覚書を結びますの

で、その覚書の割合分を各沿線市町の議会に上

げていただくということの信頼関係、そこを申

し上げたつもりでございます。

○中野一則委員 そのパーセントは、まだ表に

は出ていないけれども、裏と言うといかんけれ

ども、大体協議をされているわけでしょう。

○丸山県民政策部長 19年の２月に合意をして

おります。

○中野明委員 今、聞いておったら、有効利

用は有効利用でいいけど、要は、取っ払うのは

レールと鉄橋、鉄橋が何本あるんですか。

○丸山県民政策部長 長いものから短いもの、

約100あります。

○中野明委員 100もある。問題はそれですね。

○外山委員長 そこも含めて使えれば使ってく

れということでしょう。

○米良委員 12月28日までに結局は全線、延岡、

日之影、高千穂が寄附を受けるわけでしょう。

例えば、延岡はこの区間寄附してください、高

千穂はこの区間寄附してくださいという部分的

な寄附を受けるわけですか。今から協議の結果

でしょうか。その辺はどうなっておりますか。

○渋谷総合交通課長 寄附については、ＴＲと

各自治体で契約を結びます。その中に当然、細

かく、こういうもの、こういうものという財産

を入れます。トンネルがたまたま町境にあるも

のがあります。これについては、境でそれぞれ

分けて寄附すると。お互いに協議するような格

好になりますけれども、財産部分はそういう形

で分けて譲り受けます。

○米良委員 それぞれの市町ごとに寄附を受け

るという理解でいいと思いますが、もし、ここ

辺は要らん、ここ辺は寄附は受けんでもいいと

いうのは、残る可能性はないですか。

○丸山県民政策部長 それは合意済みでありま

すから、ありません。

○鳥飼委員 ちょっと確認させてください。例

え話で５年か10年かという話もあったんですけ

れども、10年か20年かということもあり得ると

いうことですか。譲渡を受けて、どうするかと

いうのを決めるのに、町民の皆さん、市民の皆

さんの意見を聞くのに１年ぐらい要るのかなと。

どうするのかと言ったら２～３年あれば何とか

鉄橋も含めてというような感じもしないでもな

いんですけど、課長の話を聞くと、５年、10年
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というような例え話をされるものですから、さっ

きは納得しておったんですが、ちょっと確認し

たいんですけど。

○渋谷総合交通課長 一応、中長期的というふ

うに申し上げております。中と言ったときには

大体３～５年かなと、長期となると少なくとも

５年かなと。いずれにしても、この期間につい

ては、早急に協議会の中で決めさせていただこ

うというふうに思っておりますので、また決ま

り次第、何らかの形で……。

○鳥飼委員 もう一つですけれども、橋脚は有

効利用するとすれば、例えば遊歩道という有効

利用の仕方もありますし、撤去となれば全部取っ

払って渡れないようにするという処分がありま

すね。そういう理屈でいくと、まくら木は撤去

する、レールも撤去するということになると思

いますね、恐らく後は使えないでしょうから。

駅舎も撤去してくださいと。更地になる。財産

は市町の分だから、撤去した後、立派になった

後に何かつくらせてもらうというようなことも

出てくるだろうと思うんですね。それはあろう

と思うんですけれども、トンネルを撤去すると

いうことになるとどんなになるんですか。

○渋谷総合交通課長 トンネルについては、撤

去ということはできかねますので、さくをする

なりして安全策を講じる、既に一部そういった

形で取り組んでいるところでございます。

○鳥飼委員 わかりました。

○外山委員長 以上で県民政策部を終了いたし

ます。

暫時休憩いたします。

午後２時39分休憩

午後２時43分再開

○外山委員長 委員会を再開いたします。

請願第４号、第６号及び第７号の審査に移り

ますが、これらの請願について、何か御意見は

ございませんか。第４号「高鍋土木事務所存続

に関する請願」、第７号「串間土木事務所存続に

関する請願」、第６号「保険業法の制度と運用を

見直し、自主的な共済を保険業法の適用除外へ

と求める請願」、この３点でございます。何か御

意見はございますか。

○黒木委員 たばこ税は、きょうの新聞だった

か、１本９円上げる予定だったけれども、今回

は見送るというようなことが出ていましたね。

○外山委員長 上げない方向で決定しましたか。

いずれにしても将来にはやると。

それでは、以上をもちまして請願第４号、第

６号及び第７号の審査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後２時45分休憩

午後２時46分再開

○外山委員長 委員会を再開いたします。

まず、採決についてでありますが、委員会日

程の最終日に行うことになっておりますので、

明日、行いたいと思います。

開会時刻は13時30分としたいのですが、よろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山委員長 それでは、そのように決定いた

します。

最後になりますが、そのほか、何かあります

でしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○外山委員長 何もないようですので、本日の

委員会を終了いたします。

午後２時46分散会
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平成20年12月12日（金曜日）

午後１時34分再開

出席委員（９人）

委 員 長 外 山 衛

副 委 員 長 新 見 昌 安

委 員 米 良 政 美

委 員 中 村 幸 一

委 員 黒 木 覚 市

委 員 中 野 一 則

委 員 中 野  明

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 井 上 紀代子

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 黒 田 渉

議 事 課 主 査 湯 地 正 仁

○外山委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行いますが、議案につき

ましては、議案ごとがよろしいですか、一括が

よろしいですか。

〔「議案ごと」と呼ぶ者あり〕

○外山委員長 暫時休憩いたします。

午後１時35分休憩

午後１時35分再開

○外山委員長 委員会を再開します。それでは

議案第６号を除き、一括して採決いたします。

議案第１号、第３号、第７号、第８号、第９

号、第14号、第15号、第32号、第36号について、

原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を

求めます。

〔賛成者挙手〕

○外山委員長 全会一致によって、議案は原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、議案第６号についてお諮りいたします。

第６号につきましては、原案のとおり可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○外山委員長 挙手多数。よって、議案第６号

は原案のとおり可決すべきものと決定いたしま

した。

次に、請願の取り扱いについてであります。

まず、請願第４号「高鍋土木事務所存続に関

する請願」の取り扱いはいかがいたしましょう

か。

○米良委員 我々も長い間、行革を標榜してき

て、特に、県においては人員削減のさなかにあ

る中で、高鍋も串間も、どういう範囲内でこれ

を廃止にしようとするのか、そこあたりの範囲

がまだ明確でありませんし、かといって、これ

を認めないわけにはいきませんが、請願の採決

をお願いしたいと思いますけれども、将来にわ

たって、串間の土木も高鍋の土木も規模的にこ

のままいくのか、あるいは縮小して存続するの

か、恐らくそこらあたりを明確に出せる時期が

執行部から来ると思うんです。その辺を見きわ

めながら、我々もまた協議をしていかなきゃな

らんと思いますから、今回の場合は請願の趣旨

については賛成しますけど、将来にわたるいろ

んなこれからの改革のあり方等については、十

分我々の範疇で協議をする必要があるという附

帯決議みたいな、そういうものはつけ加えてい

いかなと思いますけど、その辺はどうですか。

皆さんの御意向をお聞きしてください。

○外山委員長 何か御意見はございますか。こ
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れは、あくまでも現時点において存続を希望す

るという意味合いでの請願でございますので、

将来起こり得ることの議論はまた別問題であり

ますから。

○米良委員 一応、そういうことがあったとい

うことだけ……。

○外山委員長 それでは、請願第４号の取り扱

いはいかがいたしましょうか。

〔「採決」と呼ぶ者あり〕

○外山委員長 請願第４号については採決との

意見がありますが、この際、請願第７号につい

ても一緒に採決してよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山委員長 それでは、請願第４号並びに第

７号の賛否をお諮りいたします。

請願第４号並びに第７号について、採択すべ

きものとすることに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○外山委員長 全会一致によって、請願第４号

並びに請願第７号は採択とすることに決定いた

しました。

引き続きまして、請願第６号「保険業法の制

度と運用を見直し、自主的な共済を保険業法の

適用除外へと求める請願」の取り扱いにつきま

しては、いかがいたしましょうか。何か御意見

はございますか。

〔「採決」と呼ぶ者あり〕

○外山委員長 請願第６号につきましては、採

決との意見がございますので、お諮りいたしま

す。

この際、請願を採決することに御異議ござい

ませんか｡

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山委員長 それでは、請願第６号の賛否を

お諮りいたします。

請願第６号について、採択すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○外山委員長 挙手少数。よって、不採択とす

ることに決定いたしました。

次に、請願第12号「たばこ税増税反対につい

ての請願」の取り扱いはいかがいたしましょう

か。

〔「採決」と呼ぶ者あり〕

○外山委員長 請願第12号につきましては、採

決との意見がございますので、お諮りいたしま

す。

この際、請願を採決することに御異議ござい

ませんか｡

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山委員長 それでは、請願第12号の賛否を

お諮りいたします。

請願第12号について、採択すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○外山委員長 全会一致によって、請願第12号

は採択とすることに決定いたしました。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

「県民政策及び行財政対策に関する調査」に

つきましては、継続審査といたしたいと思いま

すが、御異議ございませんか｡

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山委員長 御異議ございませんので、この

旨、議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子案についてであります。

委員長報告の項目として、特に御要望等がござ

いますか。

○米良委員 議案第６号の高千穂線の件につき

ましては、いろいろ議論をしたこと等も含めて、
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懸念されることがたくさんございますから、そ

ういうことを正副委員長で再吟味いただきまし

て、附帯決議する部分を含めて、十分中身に盛

り込んでいただくようにお願いします。

○外山委員長 この件につきましては、議論が

いっぱいありましたけれども、最終積立額を明

示できない理由については、多額の財政負担が

かからないように、まずは有効活用に努めるこ

ととしているという説明、現時点で撤去施設が

特定できないこと、なお、沿線市町でも既に有

効活用のための検討委員会等も立ち上がってい

ること等、執行部から説明がありました。これ

については一応納得できると思います。ただ、

委員から指摘がありましたように、この基金が

ずるずると続いて、将来、撤去となったとき、

結果的に財政負担を強いられるのはよくない。

また、トンネルや橋などの施設については、で

きるだけ有効活用するということなので、今回

の撤去のための基金もそう長く置くものではな

いという理解をしております。したがって、沿

線市町で有効活用策を早く決め、それに合わせ

て撤去計画を早期に策定して、基金で対応する

撤去施設、その撤去費用、さらには積立期間を

明確にし、県民の不安を払拭する必要があると

考えます。ここがポイントですけれども、この

基金については、その役割を見据えて、撤去の

状況等も踏まえた上で、必要となればそのあり

方について見直しを検討すべきである。最後に、

当委員会の総意として、撤去計画については、

有効活用策とあわせて策定過程で随時、公表等

を行い、広く民意並びに議会に反映することを

求めるような形でもってまとめたいと思います。

委員長報告は、この中から抜粋してある程度ま

とめたものを盛り込んで、要するに、皆さんの

御意見を十分反映するような形での委員長報告

になるかと思います。

○鳥飼委員 私もそういう意味では同感ですが、

ただ、金額のトータル、期間が明示されていな

いという不安を払拭できないという意味で、委

員長報告に盛り込んでいただきたいと思うのは、

「議案の熟度が不足しているという意見があっ

た。でも多数決で決した」ということを入れて

いただきたいと。

○外山委員長 条件つきでもって認めたという

ことですね。

○鳥飼委員 一番不安なのは、いっぱい出たけ

れども、箇所数もはっきりわからない、撤去の

費用もわからない、期間もわからないと。やは

り知事の公約にかかわる部分であるということ、

その辺は慎重に向こうも提示をすべきだったと

思うものですから、そういう意味で私どもは、

議案としての熟度が不足をしていると、まだ練

り方が足らないということを指摘しておきたい

と思います。そういう旨も委員長報告に入れて

おいていただきたいと思います。

○中野一則委員 撤去計画を議会にも何とかと

言われたですか。

○外山委員長 委員会で話をされたように、来

年早々には協議会ができますので、その過程に

おいて、なるべく早く提示するように要望する

ということです。

○中野一則委員 撤去計画は10年のものもあり

得るわけですか。

○外山委員長 それも含めて、どういうものが

あるのか、議論するわけです。だから、早く出

してくれと。

○中野一則委員 課長がはっきりと中長期計画

と言って、中期は３年ないし５年、長期は10年

と言われたから、10年はかかるということを説

明の中で言っているわけですね。10年もあると
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いうことですね。

○外山委員長 そうとれますけどね。しかし、

それが提示されないことには前に進みませんも

のね。

○中野一則委員 少なくとも10年はかかるとい

うことをわかっているわけかな。

○外山委員長 暫時休憩いたします。

午後１時48分休憩

午後１時50分再開

○外山委員長 委員会を再開いたします。

そのほか、何か御意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○外山委員長 それでは、委員長報告につきま

しては、ただいまの御意見等を十分参考にしな

がら、正副委員長に御一任いただくことで、御

異議ございませんか｡

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山委員長 では、そのようにいたします。

暫時休憩いたします。

午後１時50分休憩

午後２時１分再開

○外山委員長 委員会を再開いたします。

１月28日の閉会中の委員会につきましては、

休憩中の協議のとおりの内容でもって委員会を

開催することに御異議ございませんか｡

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

そのほか、何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○外山委員長 以上で委員会を終了いたします。

午後２時１分閉会


